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第３回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  濵田 尚君 

   １．地方創生2.0への対応について 

     石破首相の所信表明には、地方創生の原点に立ち返り、地方を守り抜きます。「地方こそ

成長の主役」で、地方創生をめぐるこれまでの成果と反省を活かし、地方創生2.0として

再起動させます、と力強く述べられた。選ばれる地方として、本市はどのように取組ん

でいく考えか。 

    （１）これまでの総合戦略の評価と今後の方向性について伺う。 

    （２）地方創生2.0における「楽しい」は、重要なキーワードであると思う。地方の未来

創造に、また希望と幸せを実感する社会をどのように実現していくか伺う。 

   ２．商工振興について 

     市内で大多数を占める小規模企業及び中小企業は、雇用創出や地域経済の発展等、市民生

活に重要な役割を果たすと同時に地域に貢献しています。持続可能なまちづくりを図る

うえでは、これらの企業の経営の安定や持続的な発展が必要です。 

    （１）中小企業・小規模企業振興基本条例の制定状況や理念について伺う。 

    （２）本市でも地域経済発展のために、条例制定すべきではないか。 

  田畑和彦君 

   １．認知症の対応について 

     ３月議会で認知症に関する質問があった三日後、本市で認知症の方が行方不明になりお亡

くなりになった。本市には認知症及び予備軍が約3,000人いると言われており、いつ徘徊

事案が発生してもおかしくない状況である。 

    （１）市長は命に係わる“認知症”について、どのように受け止めているのか伺う。 

    （２）直近３年の行方不明件数やその結果、徘徊行動のケースについて伺う。 

    （３）見守りＳＯＳネットワーク登録者を増やすための計画・手段・周知について伺う。 

    （４）見守りタグ登録者が少ない理由は、何が原因か伺う。 

    （５）早期発見保護には、躊躇せず徘徊情報を早く発信することが重要と考えるが如何か。 

    （６）捜索や情報提供協力者・協力機関は、どのような箇所に呼び掛けているのか。 

    （７）徘徊模擬訓練は重要と考える。訓練について伺う。 

    （８）まちづくり協議会のボランティア捜索活動時の炊き出し班に対する補助制度は必要と

思われるが如何か。 

   ２．資源物・ゴミ出し等について 

     本市の65歳以上の高齢者は全体の４割である。高齢者から膝や腰が痛いなかでの資源物当

番は、困難！難儀！であるとの声が多くある。 

    （１）公民館によっては、「資源ごみは当番制」になっているが、廃止・見直しを検討して

はどうか。 

    （２）公民館未加入者のゴミ出し対応について伺う。 

    （３）外国人の方へのゴミ出しは、平等にすべきと考えるが如何か。 

    （４）ゴミ処理について、将来を見据えて考えると、隣接市の処理業者との連携を検討すべ

きと思うがいかがか。 

  東 育代君 

   １．ハラスメント防止の取組について 

    （１）ハラスメント撲滅宣言や条例制定など、各自治体の取組が進んでいるが、本市の考え

を伺う。 

    （２）全国の自治体でカスハラ（カスタマーハラスメント）防止条例を制定する流れが加速
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しているようだが、本市の考えを伺う。 

   ２．消防行政について 

    （１）ＮＥＴ119緊急通報システムの取組について、令和７年度の新規事業として導入され

たが、具体的にどのような取組をされているか現状を伺う。 

    （２）市内に分娩できる医療機関が無いことから、妊婦の緊急対応及び不安解消のための取

組として、消防本部で妊婦情報を共有し緊急時に備える取組が他自治体では始まっ

たが、本市で取組む考えはないか。 

    （３）救急出動について 

      ①一般負傷者の救急件数が増加傾向にあるようだが、その分析はどのようか。 

      ②救急依頼が重複した際の対応について伺う。 

      ③職員数や救急自動車数について、現状で十分なのか。 

    （４）消防は、火災・救急・災害対応など、緊急・迅速な対応が常に要求される。現在の職

員数や消防車両の状況を考えれば、消防本部と分遣署の統合を急ぐべきではないか。 

    （５）知識が豊富で専門的見識をお持ちの消防職員ＯＢが市内には沢山おられます。ＯＢの

方々に協力をいただいて、消防のバックアップ体制の充実を図ることはできないか。 

  大六野一美君 

   １．本市の食料自給率を問う 

    （１）ロシアのウクライナ侵攻以降、全ての物価が高騰し、全ての市民が苦しい生活を余儀

なくされている。とりわけ、生きる為の基である食料に関し、本市の状況をどの様

に認識され、どの様に改善しようとされているのか問う。 

    （２）減反政策による荒廃地増や米価格の異変について、どういう角度でとらえておられる

か。又、どの様な政策をお持ちであるか問う。 

    （３）自給率をアップさせる為の施策をお聞かせ下さい。 

   ２．観光地誘客と整備について 

    （１）本市観光の基点である西岳２号線の道路拡幅工事が遅れている。令和10年度迄の計画

である事は承知しているが、冠岳一帯は登山客も多く、早急な整備が必要ではない

か。 

    （２）洋上風力も県が国に情報提供され、市長の施策の１丁目１番地も動き出した。 

       観光や経済的見通しを問う。 

  吉留良三君 

   １．女性や若者に魅力あるまちづくりの推進について 

    （１）地方創生10年、東京一極集中を解消できなかったのは、賃金格差や男女の役割分担な

ど地方の根強い因習が原因と言われる。３月議会で「男女共同参画推進条例」を制

定したが、市長はこれまでをどのように総括するのか伺う。 

    （２）「男女の役割分担」などの解消に向けて、「男女共同参画推進条例」をどのように周

知し具現化していく考えか。 

   ２．身寄りのない高齢者・単身者問題について 

    （１）少子高齢化、核家族化、家族関係の希薄化等の影響で身寄りのない高齢者・単身者が

増えつつあると思うが本市の現状はどうか。 

    （２）身寄りのない方の「お葬式・行政手続き・遺品整理等」の対応についての本市の実態

と自治体の役割について伺う。 

    （３）相談窓口を福祉課の係などに一本化して、医療機関や施設等からの相談を受け付け、

関係部署との連携を図っている市町村もあるようだが、本市の相談窓口の体制はど

のようか。 

    （４）令和５年12月に厚生労働省の身寄りのない高齢者への支援に関する実態調査が行われ

たが、主な調査内容と本市の回答はどうだったのか。 

    （５）身寄りのない方の支援について、包括支援センターや福祉課などにおける具体的な相

談事例と現行制度での課題を伺う。 

    （６）民生委員や自治公民館長がお葬式に関わった事例や死後の遺品整理や死後手続きに携

わった事例等があるか。 

    （７）霧島市などが身寄りのない方の「支援ガイドライン」を作成している。他の自治体で
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も作成の動きがあるようだが、県内の動向、本市の考えを伺う。 

    （８）少子化などで無縁墓が増加していると思うが、墓地の改葬の申請・墓じまいなど、本

市の現状と管理されないお墓の課題を伺う。 

   ３．川内原発の安全対策について 

    （１）川内原発の20年延長が知事に許可され、次世代炉の建設まで言われ始めた。高速増殖

炉もんじゅの廃炉や川内原発の使用済燃料プールも間もなく満杯で、乾式貯蔵を選

択すると半永久的に事故・被曝の不安にさらされることになる。30キロ圏内の市長

としてこれらの懸念・不安への基本的な見解を伺う。 

    （２）能登半島地震では、志賀原発も被災した。原発付近では活断層は問題なしとされてい

たが、実際は隣接地に活断層があり予想を超える被害となった。川内原発の活断層

の調査状況、現状について伺う。また川内原発の敷地内、周辺部の活断層について

は、どのように認識しているのか。 

    （３）本市のモニタリングポストの設置状況、能登半島地震で発生したデータのトラブルと

同様の事態への本市の対策を伺う。 

    （４）原発事故時の避難計画をめぐるアンケート結果では、30キロ圏内の９市町のうち５市

町が計画見直しに言及、本市は「どちらかと言えば必要ない」と回答している。

「避難道路の寸断は想定していない」としたが、回答の判断はどうだったのか伺う。 

    （５）能登半島地震では、道路が寸断され集落が孤立した。川内原発で同様な集落孤立の事

態になった場合、安定ヨウ素剤の配布が難しくなると思うが、備蓄場所の見直しが

必要ではないか。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（６月１６日）（月曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  田 畑 和 彦 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  西 田 憲 智 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  東   育 代 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  （欠員）           １６番  中 里 純 人 君 
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 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   水 産 商 工 課 長  榎 並 哲 郎 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   長 寿 介 護 課 長  松 﨑 知 人 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   まちづくり防災課長  宮 持 大 作 君 

総 務 課 長  長 畑 正 博 君   市 民 生 活 課 長  西久保 敏 彦 君 

企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君   農 政 課 長  久木田   聡 君 

財 政 課 長  神 薗 正 樹 君   都 市 建 設 課 長  吉 見 和 幸 君 

教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君   福 祉 課 長  田 中 俊 二 君 

消   防   長  上 夷 征 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和７年６月16日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、濵田尚議員の発言を許します。 

   ［10番濵田 尚君登壇］ 

○10番（濵田 尚君） 皆様、おはようございます。 

 通告に従いまして、地方創生2.0への対応につい

て質問いたします。 

 石破首相の所信表明には、「地方創生の原点に立

ち返り、地方を守り抜きます。地方こそ成長の主役

で、地方創生をめぐるこれまでの成果と反省を活か

し地方創生2.0として再起動させます」と力強く述

べられました。 

 リニューアルでないアップデートした2.0の方向

性での基本姿勢として掲げてありますのは、１、当

面は人口及び生産年齢人口が減少するという事態を

正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経

済成長し社会を機能させる適応策を講じていきます。 

 １、そのために人を大事にする地域、楽しく働き

楽しく暮らせる地域をつくる。人手不足が顕著とな

り人材や労働力が希少となるがゆえに、教育・人づ

くりにより人生の選択肢・可能性を最大限に引き出

すとともに、その選択肢を拡大していきます。 

 １、また、災害に対しては、地方を取り残さない

ように都市に加えて地方を守る。そのための事前防

災、危機管理に万全を期すということであります。 

 これらのことは、地方におきましても重要なこと

で、大いに期待をするところであります。 

 本市も、選ばれる地方としてどのように取り組ん

でいくのか。これまでの総合戦略の評価と今後の方

向性について伺い、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。濵田

尚議員の御質問にお答えをいたします。 

 これまでの総合戦略の評価と今後の方向性につい

てということであります。 

 本市は、これまで直面する最大の課題であります

人口減少・少子化に歯止めをかけるべく、平成27年

に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定いた

しております。 

 第１期の総合戦略では、産業振興によります定住

促進や次世代を担う人材の育成の支援、地域コミュ

ニティの活性化など49の個別施策により、まち・ひ

と・しごと全体の好循環の創出による地方創生に取

り組んでまいりました。 

 また、令和３年度からの第２期総合戦略では、子

育てをしやすい環境整備、移住・定住促進施策の充

実、また、まちの魅力向上など26の個別施策を展開

しているところであります。特に令和５年度からは、

若者や子育て世代に重点を置いた施策を展開し、定

住促進補助金、さらには、三つの無償化を柱とする

子育て支援策の充実により子育てしやすい環境整備

を図り、若年世代の転出の抑制、移住促進に取り組

んでいるところであります。 

 この10年間の取組では、三つの無償化をはじめ、

様々な経済的支援によります子育て世代の暮らしや

すさの向上に努めてきたところでありますが、2013

年に国のほうから発表されました人口推計値よりも

人口減少ペースが緩和しております。さらには、令

和５年度から２年連続となります転入超過、子育て

世帯の転入の増加、こういった一定の効果があった

ものと考えております。 

 一方で、課題として、就職や進学を機に転出する

若者世代の減少率が依然として高いこと、また出生

数の激減、こういった大きな課題もあると考えてお

ります。 

 今後につきましては、これまでの成果と課題を見

つめ直し、地方創生2.0や国の動向を踏まえ、人口

減少・少子化対策に粘り強く継続的に取り組んでま

いりますとともに、本市の強みや個性を生かした魅

力あるまちづくりを進め、選ばれるまちの実現に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。 
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○10番（濵田 尚君） 今、ある一定の成果があっ

たということで、これからも粘り強く進めていくと

いうことであります。 

 10年前は市長も副市長として携われてきたわけで

ありますけれども、３年半前に市長に就任されて以

来、総合戦略というのは計画に沿って遂行されてい

ることでありますけれども、49事業にはそれぞれ強

弱や濃淡があったと思います。そういう中で、３年

半前に市長のマニフェスト、その中で印象的な「ワ

クワクするまちづくり」というのが非常に夢のある

いい言葉だったと思いますけれども、そういった市

長が目指した「ワクワクするまちづくり」の施策と

の整合性と評価というのは、市長御自身でどのよう

に捉えられておりますか。お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） ４年前、３年半前になりま

すけれども、市長選に立候補するに当たって代表す

る言葉、これからのまちづくりを一言でといったと

きに、私は「ワクワクするまちづくり」、わくわく

するという高揚感を引き出す、このことが大きな力

になる、このように思って３年半前に掲げたところ

でございます。 

 「ワクワクするまちづくり」、改めて考えてみま

すと、市民の皆さんが将来に向かって夢であったり

希望であったり期待感、こういうものを引き出す、

そして、その結果まちに対する誇りと愛着が生まれ

る、こういうことであろうと思っております。就任

以来およそ４年間、この理念をあらゆる施策の根底

に据えて取り組んできたつもりであります。そして、

行政ができること、市民の皆さんと一緒にやること、

ここら辺を考えながら取り組んできたところでござ

います。 

 壇上からも申し上げましたように、例えば、三つ

の無償化などによります子育ての支援策、それから、

長崎鼻公園についても随分長いこと施設が老朽化し

何とか再整備してほしいという声で、このワクワク

感を引き出すための今回再整備事業にいよいよ取り

かかるという段階であります。それから、教育にお

いては、本市ならではの特色を引き出すためにとい

うことで、英語教育に重点化した形でもって取り組

んできているようでございます。 

 そういう積み重ねが、特に若い皆さん方、子育て

の世代の皆さん方からは、このまちで子育てをした

い、このまちに住みたいと。こういうことになるの

ではなかろうかと思っております。 

 加えまして、洋上風力発電の構想、いよいよとい

うことで、１歩前に進んだと思っております。さら

には新しい工業団地の整備、それからＩＴ企業の誘

致、こういったものに取り組むことで、これからの

本市の可能性といいましょうか、ワクワク感を引き

出すための事業というのは徐々に芽が出てきている

のではなかろうかと思っております。 

 こうした事業を積み重ねることで、最終的に本市

が選ばれるまちになっていくことが期待できるので

はなかろうかと思っております。 

 引き続き、壇上からも申し上げましたけれども、

人口減少・少子化対策に粘り強く取り組みながら、

そして本市ならではの魅力を引き出す、このことに

取り組んでまいりたい、このように思っております。 

○10番（濵田 尚君） ある一定の成果も出てきて

いると認識するところでありますけれども、やはり、

市長、ワクワク感の、市長から今度は職員の方、職

員から市民の方にという伝播というか、そこがしっ

かりと伝わってない部分もあるかと思いますので、

そういった手法も今後はどう進めていくかというの

は大事なところでありますので、続けていっていた

だきたいと思います。 

 しかしながら、子育て支援に関しましては、国も

地域間で人口を奪い合うような施策が展開され、結

果として東京一極集中の是正が進まなかったという

ことで、子育て支援も、今後はそれぞれの自治体が

その無償化に関してはそれぞれ取り組んでいくとい

うことになっていくかと思います。国のほうも全面

的にそういった形で支援をするかと思います。 

 そういうことを考えますと、やはり特徴的な施策

というのが大事になってくるかと思います。国が、

1.0から2.0にアップデートしてきた。本市も、相当

ステップアップをしながら、国の政策を追い越して

いけるぐらいに努めていかんないかんと思っており

ます。 

 そういう中で、持続可能性という点では、市民一



 
- 15 - 

人ひとりの内なる充実、ここに住んでいて心の充実

とか、さらには幸福感を得られるような施策という

のが、今後重要になってくると思います。 

 そこで、地方創生2.0の中には「楽しい日本」と

いう言葉があります。それは、昭和45年の大阪万博

に関わった作家、堺屋太一氏の著書、これでありま

すけれども、「三度目の日本 幕末、敗戦、平成を

越えて」から引用されたものであります。 

 著書の中には、「近代日本のこれまでの150年の

間に、この国は時代の転換期を２度迎えている、幕

藩体制が崩壊した明治維新と国土が焼け野原になっ

た敗戦である。その都度、日本は立ち上がり、「一

度目の日本」、「二度目の日本」を創ってきており

ます。そして、令和に入り、従来の経済成長イコー

ル豊かさという価値観から、創造性や多様な生き方

がより重視される社会へ移行する」と予測しており

ます。その上で、日本の未来像として、「豊かな日

本から楽しい日本への転換」を主張しています。 

 石破首相は、この考えを基に、「かつての国家が

主導した強い日本、企業が主導した豊かな日本、加

えてこれからは一人ひとりが主導する楽しい日本を

目指したい」と言われております。また、楽しい日

本とは、全ての人が安心と安全を感じ自分の夢に挑

戦し、今日より明日がよくなると実感できる、多様

な価値観を持つ一人ひとりがお互いに尊重し合い自

己実現を図っていける、そうした活力ある国家と定

義いたしております。 

 このことは、これからの地方にとって「楽しい」

は重要なキーワードになるかと思います。地方の未

来創造に、また希望と幸せを実感する社会をどのよ

うに実現していくかだと思っております。 

 市長、その「楽しい」というキーワードに対して、

市長の率直な思いをお伺いしたいと思います。 

○市長（中屋謙治君） 今回、石破総理がキャッチ

フレーズといいましょうか、代表する言葉として

「楽しい日本」、「楽しい」ということを掲げられ

ました。テレビ等でも、以前の強い日本、豊かな日

本、これに比べて楽しい日本というのはどういうこ

とだ、分かりにくいよねと。こういうことがあちこ

ち言われているかと思います。 

 確かに、おっしゃるようなそういう観点でありま

すけれども、私が先ほど申し上げた、わくわくする

高揚感に近いものがあるなという気がいたしており

ます。単なる娯楽や賑わいだけではなくて、それぞ

れが前向きになれる力、自分のやりたいことが地域

の中で実現できるんだ、あるいは将来、未来に向か

って希望を持てる、期待を持てる、こういったもの

が楽しい、前向きな気持ちというのが楽しいという

ことではなかろうかと思っております。 

 そういうことで、この楽しい日本、すなわちは楽

しいいちき串木野市、楽しいまちづくり、これから

はこういったものが大事な観点、視点になってくる

んだろうと思っております。 

○10番（濵田 尚君） 市長がおっしゃるとおりだ

と思います。 

 やはり「楽しい」というキーワード、本当に大事

にしていかんないかんとつくづく思うところであり

ます。成熟した社会の中で、まちづくりであったり

地域活動にあって、今、本当に楽しい活動が市民の

中でされているんだろうかという思いもあります。 

 そういうことを思いますと、この「楽しい」とい

うのを追求していくのも大事な部分かなと思ってお

ります。そして、この「楽しい」は、個人で感じる

ことも大事でありますけれども、人それぞれ、人と

人、人の間で、共感、共有することが大きな力にな

ると思いますので、そういった視点からもぜひ検討

していっていただきたいと思います。 

 その中で、この「楽しい」の広がりをつくりやす

いのは、外部の力であったり、外部からのヒントだ

と思います。外部からのいろんな御意見でそういっ

た手法があったのか、それって楽しいよねと思える

ような助言や取組を期待するアドバイザーの招聘と

か活用とか、強いては副業などの関わり合いなど、

そういったのも考えられないか、お伺いをしたいと

思います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） アドバイザーや副

業人材の活用についてであります。 

 民間アドバイザーや副業人材といった多様な人材

から新たな視点を得ることは、まちの可能性を広げ

る上でも重要なことであると考えております。 
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 そのため、本市においては、市制施行20周年スタ

ートアップ事業など多様な人材と連携・協働する共

創の取組を進めているところであります。 

 特に、今年度から取り組んでおります次期総合計

画の策定に当たりましては、「市民と共に未来を描

く」というのをキーワードに、島根県海士町など多

くの自治体で実績のある枝廣淳子先生をファシリテ

ータにお迎えし、これまでの行政主導型ではなく、

市民との対話や協働を重視したプロセスを取り入れ

ることとしております。 

 今後につきましても、民間アドバイザーなどの活

用を視野に入れ、こうした取組を通じて、地域に関

わる楽しさ、自ら未来をつくる楽しさを実感できる

地域社会の実現を目指して取り組んでまいりたいと

考えております。 

○10番（濵田 尚君） 海士町の取組ですね。我々

が以前島根県の合津市にも行きましたけれども、そ

こも、海士町の皆さんとのいろんな連携の中で進ん

できておりました。 

 そういったのが進んでいく、そして取組をされる

というのは、やっぱり、そういう中に、こういうま

ちができたら楽しいよね、こういうまちにしたいよ

ねという思いがあると思いますので、そういった一

番の海士町のキーになる人の講演だと思いますので、

幅広く聞く機会をつくっていただければと思ってお

ります。 

 国も総務省のほうで外部専門委員制度で地域力創

造アドバイザーの派遣活用事業をやっておりますけ

れども、地域人材ネットの登録者も民間で634名、

そして先進地の職員も24名いらっしゃいますね。そ

して、先進地の自治体の組織が二つというような形

で、幅広くいろんな専門的にアドバイスできる分野

があります。 

 地域づくりの人材の育成・教育とかシティプロモ

ーション、自治体経営のイノベーションとか、そう

いったのをいろいろ含めて外部のいろんな見識を、

将来の夢に向かって楽しく進めていくということが

大事でありますので、ぜひ、そういったことも幅広

く検討していっていただければと思っております。

そういうことは、今まで市役所の中ではリーチでき

てなかった部分についてスキルアップにもつながる

かなと思いますので、ぜひ検討していっていただき

たいと思います。 

 次に移りますけれど、私どもも先進地に研修に行

きますけれども、そこで活躍されている職員や関係

の市民の方などの一生懸命取り組む姿は、使命感、

達成感に、明らかに楽しんでおられると私は受け止

めております。素晴らしい仕事をされているなと思

うところであります。 

 ですから、その「楽しい」を、地域づくりやまち

づくり×「楽しい」、農業や商工などの産業振興×

「楽しい」、健康福祉に関しても×「楽しい」、市

役所×「楽しい」というような形で、いろんな場面

に楽しさを加えていく。そこを目指しながらプロセ

スの中で楽しんでいく。そういったことが大事かな

と思っております。楽しさを徹底的に追及していく

ことが大事かなと思っております。それぞれの場面

で夢や希望を抱きやすくなり、前向きに取り組むた

めの重要な要素、重要な方向性であると思います。

地方の厳しい市政運営にも推進力になるのかなと私

は感じているところであります。 

 今後の市政運営全般にわたり、「楽しい」を取り

入れた手法や政策形成、職場づくりなどの検討をす

べきと思いますが、見解をお伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 今回、国のほうでキーワー

ドとして「楽しい」ということであります。 

 以前のキーワードに比べて分かりづらいというの

は、要するに、強いとか豊かな、それに向かって、

全国民がその一つの目標に向かって進んでいこうと

いうことで分かりやすいということであったと思い

ます。強い日本を目指して全国民が力を合わせてい

こうではないか、豊かな日本を目指してみんなで取

り組んでいこう、こういうことで分かりやすかった

と思うんですが、今回の「楽しい」というのは、一

つの目標ではなくて、私は、ある面、多様性なのか

なと。個々人の価値観が尊重される。 

 ですから、全ての人が同じ価値観、同じ考えとい

うのではなく、それぞれの考えをみんなが尊重しな

がら、そして個々人の価値観なり考えなり取り組む

姿勢、これがそれぞれが楽しいということで、以前
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とするというと違う形の「楽しい」、キーワードで

あろうかと思っております。 

 先ほど来申し上げておりますように、私が４年前

に掲げたキャッチフレーズ「ワクワク」、これと親

和性の高いものであると思っております。その中に

は、一つの目標というのではなくて、それぞれの多

様性がある、考え方に多様性があると。こういう中

でのワクワク感であろうと思っております。 

 先ほど来申し上げておりますように、具体的な事

業、例えば、市民の挑戦を応援するチャレンジング

なまち推進事業というのも今回取り組むことといた

しております。それから女性が活躍するための取組

事業、そして男女共同参画、男女の性別役割分担意

識を解消していくことに対する取組、こういったも

のが、それぞれがそれぞれの価値観、相手の考えを

尊重しながら前に進んでいく。全体として前に進ん

でいくということで、従来の一つの目標に向かって

全市民がということではないのかなと。全国民がと

いう、これとは少し時代が、考え方が変わってきて

いるんじゃないのかなと思うところであります。 

 いずれにしましても、本市が、市民の幸せ、そし

てまちの発展という、この大きな方向に向かって取

り組んでいく、これが楽しいにつながる、このよう

に思っております。 

○10番（濵田 尚君） その多様性といった部分は

非常に理解しながら、それに寄り添った形でしてい

かなければなりません。 

 そういう中で、市長が楽しく事業を進めてくださ

いよ、楽しく市民の皆さんと話し合って進めてくだ

さいという、その一言が、事業を推進する中でより

良い方向に向かっていく確率は非常に高いと思いま

すので、そういった視点は持っていていただければ

と思います。そういうのも体系的につくれればいい

んですけれども、そういうのも目指していただきた

いと思います。 

 楽しい自治体というので、この国の中で「楽しい」

に振り切った自治体の在り方があれば、日本の自治

体の中でのトップリーダーともなれるのかなと。そ

ういう自分は思いもしておりますので、また、今後

いろんな意味で情報交換をしていきたいと思います。 

 次に移ります。 

 商工振興についてであります。 

 この件につきましては、同僚議員が令和３年12月

議会の一般質問の中で、地場産業の振興で中小企

業・小規模企業の振興条例を制定すべきとの質問が

ありました。それから３年半経とうとしております。

止まらぬ人口減少、物価高騰や人手不足、後継者が

いないなど、地域の商工業者を取り巻く環境は一層

厳しさが増しております。 

 そういった状況下におきましても、市内で大多数

を占める小規模企業及び中小企業は、雇用の創出や

地域経済の発展など市民生活に重要な役割を果たす

と同時に地域に貢献しております。持続可能なまち

づくりを図る上で、これらの企業の経営の安定や持

続可能な発展が重要であると思います。 

 そこで、中小企業・小規模企業振興基本条例の制

定状況や理念についてお伺いをいたします。 

○水産商工課長（榎並哲郎君） 中小企業の振興を

目的とした条例の制定状況についてであります。 

 県内では、鹿児島県のほか鹿児島市をはじめとす

る８市５町が制定をいたしております。 

 次に、理念についてであります。 

 制定している自治体の基本理念の規定を見てみま

すと、中小企業の自主的な努力を基本とすること、

中小企業者が地域経済の発展、地域住民の生活向上

を支える役割を果たすこと、その振興に当たっては

関係者が相互に連携や協力を行うことなどが規定さ

れております。この理念に基づいて、中小企業と関

係機関団体、そして自治体も連携しながら、地域経

済の発展につなげていくものとなっております。 

 本市におきましては、条例は制定をしていないと

ころでございますけれども、他自治体の基本理念と

同様な考えを持って、これまで事業継続を目的とし

たエネルギー・物価高騰への対応や既存商工業者へ

の支援のほか、新規の創業促進を行ってきたところ

であります。 

 また、連携という点におきましては、商工会や商

工会議所、通り会などの関係団体との意見交換会を

実施することで、中小企業の振興につなげていると

ころでございます。 
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○10番（濵田 尚君） 状況や理念についてお伺い

いたしました。 

 この条例は、コロナ禍前に条例化をするところが

結構多かったんですけれど、コロナ禍から条例化が

進まない状況ではありますけれども、小規模事業者

も、市来商工会の管内では201商工業者がいらっし

ゃいますけれども、小規模事業者が169で84％ぐら

いですね。そして、商工会議所の会員が550名ぐら

いいらっしゃいまして、小規模事業者が約500とい

うようなことであります。90％ぐらいですね。 

 そういった中で地域に根差して経済活動をされて

おりますけれども、やはり、これからは、例えば、

洋上風力の発電の計画が進んでいるようであります。

そういった中で、こういったプロジェクトにしっか

り地元として参入できたり、地域の産業の拠点化な

どに、地元として経済波及効果を生んでいくために

も、こういった条例というのは非常に大事な部分か

なと思っております。 

 以前も、大きな工事があっても、商工会議所から

要望書等を出しましたけれども、なかなか地域には

波及しなかったというところもお伺いをしておりま

す。やはり、こういうのを条例化しながら、そうい

った理念に沿って地域の商工業者を守るんだという

思いが大事であります。 

 そういった企業の皆さんをしっかり支えるために、

理念を体系化して地域経済発展のために条例を制定

すべきと思いますが、お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 中小企業の振興を目的とし

た条例、先ほどの理念であったり趣旨というのは担

当課長のほうから答弁したとおりであります。経営

基盤の強化、地域経済の活性化、こういうことを目

的に条例が制定されております。 

 先行する自治体におきましては、地域の経済循環

によりまして中小企業の振興につなげる、こういう

取組もされているようでございます。 

 本市におきましても、中小企業の振興に関する市

の方針を明らかにし、そして地域全体で支援する体

制づくりを整備する、このことが地域経済の推進、

中小企業の振興・発展、さらには市民の雇用・生活

の向上、こういう好循環につながっていくのではな

かろうかということも考えております。 

 先ほどありましたように、幸い、今回、洋上風力

発電の候補地として県から国のほうに情報提供を行

っていただきました。今後の事業化に向けた大きな

１歩だと思っております。 

 今後の進捗におきましては、この大型事業に伴っ

て期待されます、まずはインフラ整備、そして完成

後のメンテナンス、こういう洋上風力関連の経済効

果を地元経済にどれだけ取り込んでいくのか、これ

が大きな鍵であろうと思っております。 

 そういった意味でも、市内事業所が関わる機会の

創出に向け市全体が同じ方向を向いて取り組むんだ、

こういった機運醸成等々含めて、条例の制定に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。 

○10番（濵田 尚君） 制定に向けて取り組んでい

くということで、やはり、こういうのはスピード感

を持って早めにしたいと思いますけれども、スケジ

ュール感的にはどのようなことをお思いでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） 中小企業への受注機会の増

大というのが、県の中小企業振興に関する県民条例

の中にもうたい込まれています。こういうものも参

考にしながら、私どもとすれば、できるだけ早い機

会に条例化に向けた取組を進めていきたいと思って

おります。 

○10番（濵田 尚君） 条例化をしたところで、姶

良市なんかにお伺いしたんですけれども、やはり、

市役所と商工会の連携が本当に密になってきたとい

うことであります。そして、情報交換で、担当者の

意識が高くなったというようなこともお伺いいたし

ております。 

 自治体としたら、担当の職員の方はそんな長くず

っとそこにいらっしゃるわけじゃないですよね。そ

ういった中で、配置転換等で希薄化していき、その

現状把握は難しいところでありますけれど、こうい

った条例を制定することで、より問題意識を共有し

ないといけないというところで進んできております

ので、ぜひ、早く制定に向けて取り組んでいただき

ますように、そして、いろんな場面で、笑顔があふ

れる楽しいまちになるような施策を展開していただ

きますように申し述べて、質問を終わります。 
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○議長（中里純人君） 次に、田畑和彦議員の発言

を許します。 

   ［１番田畑和彦君登壇］ 

○１番（田畑和彦君） こんにちは。 

 事前通告いたしました２件は、先の３月議会の中

で同僚議員が質問された案件でもありますが、多く

の市民からお声をいただいておりますので、私から

も質問をさせていただきます。 

 まず、認知症の対応についてであります。 

 ３月議会の一般質問があった２日後の３月７日金

曜日、本市在住の70歳代の男性が、お昼１時頃自宅

を出たまま行方不明となり、その翌日３月８日朝８

時過ぎに防災無線で情報提供を求めた放送がありま

した。警察や消防署、消防分団、中央地区まちづく

り協議会、公民館、その他ボランティアなど、多く

の方々が捜索に協力される中、防災無線があったそ

の日の午後、防災無線を聞かれた市民の方から、国

道３号線金山橋付近で目撃したとの情報が寄せられ、

歩道に行方不明者のかばんが、そして歩道隣にある

金山川に血のついた帽子が発見されたものの、本人

を捜すことはできず、日没が過ぎ暗くなったため二

次災害のおそれが懸念され、19時頃捜索を打ち切ら

れました。翌日、捜索を再開し、不明から２日後の

３月９日10時頃、かばん発見場所から約１キロメー

トルほど戻った水路で発見されましたが、残念なが

らお亡くなりになられました。 

 私は、ボランティアとして捜索のお手伝いをいた

しました。行方不明者の方は認知症を患っており、

市外にお住まいのお２人のお嬢さんが駆けつけ、寒

く冷たい小雨の降る中、川沿いにある柵に寄りかか

りながら金山川を見つめ、そして、小さな声で声を

振り絞るように幾度となく「お父さん、帰ろう」

「お父さん、一緒に帰ろう」とおえつする姿に、思

わず目頭が熱くなり、今でもその光景が脳裏に焼き

付いております。暗く寒い水路の中で助けを待って

おられた心中や御家族のことを思うと、やりきれな

い気持ちでいっぱいで胸が潰れる思いであります。 

 このように、認知症を抱えた方が一たび行方不明

となると、家族は悩み苦しみ、まさに煩悶の時を過

ごし、警察、消防署、地域の方々の協力をいただい

ても、ほぼ発見は難しく往々にして痛ましい結果と

なるのが現状であります。 

 昨日の南日本新聞に、昨年度、認知症やその疑い

があり警察に届出があった行方不明者数は１万

8,000人に上り、統計を始めた12年前と比べ２倍近

い水準との記事がありました。 

 ３月議会で市長から答弁があったとおり、急速な

高齢化の進展により認知症は増加傾向であり、いつ

何どき認知症の方の徘徊事案が発生してもおかしく

ない状況であります。 

 そこで、市長は、命に関わる認知症についてどの

ように受け止めておられるのかお伺いをし、壇上か

らの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 田畑和彦議員の御質問にお

答えをいたします。 

 今回の不幸な事故は認知症の徘徊によるものとお

聞きしており、大変心を痛めております。 

 思いもよらない形で尊い命を失われた故人へ哀悼

の意を表しますとともに、心からの御冥福をお祈り

いたします。あわせて、大切な家族を突然失われた

御遺族に心からお悔やみを申し上げたいと思います。 

 また、今回捜索に携わっていただきました全ての

関係者の皆様に、この場をお借りして心からのお礼

を申し上げたいと思います。 

 さて、令和５年に警察へ捜索届の出された認知症

の行方不明者は全国で１万9,039人とされているよ

うでございます。これは過去最高ということで、１

日当たり52件の認知症による行方不明者が発生して

いる、こういうことになるようであります。 

 本市では、認知症及び軽度認知障害の高齢者数を

およそ2,900人余りと推計いたしております。今後

も、増加傾向になると見込まれるため、認知症を起

因とする徘徊も増えてくるのではなかろうかと思っ

ております。 

 このため、本市におきましては、認知症の理解促

進を図る認知症サポーター養成講座や認知症カフェ

のほか認知機能低下予防を目的とした脳若教室、徘

徊時の対策となります徘徊・見守りＳＯＳネットワ

ーク事業、みまもりタグの推進、さらには認知症の
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人に早期に関わる認知症初期集中支援事業など、こ

ういった様々な施策に取り組んでいるところであり

ます。 

 国が示すとおり、認知症は誰でもなり得るもので、

まさに他人事ではない、そういう時代に入ってきた

と言えると思います。新しい認知症観を踏まえ、隣

近所の人間関係による助け合える社会づくり、認知

症の方が、その家族が、地域とのつながりによって

安心して暮らしていける地域づくりを進めていく、

これが極めて大切なことだと思っております。 

○１番（田畑和彦君） 今、市長のほうから、サポ

ーター養成講座、あるいは認知症カフェなどなど、

他人事ではない、安心して暮らすまちづくりに取り

組んでいくんだというお言葉がありました。 

 認知症徘徊による痛ましい事案が再び発生しない

よう、少しでも改善につながればという思いで２日

間捜索に携わった者として、現場でのお声や私自身

が感じたことなどを質問させていただきます。 

 今回の行方不明事案は、私は、助かった、救えた

事案であったと思います。といいますのも、警察に

情報を寄せられた方は、不明者が家を出られた当日

の２時間後の15時過ぎ、本人と思われる目撃をされ

たようです。家族の意向として、皆さんに迷惑をか

けたくない思いは理解はできますが、せめて不明に

なられた夕方に防災無線での呼びかけがあれば、保

護できたものと思います。 

 これまで担当課として様々な取組をされたことは

承知しておりますが、まず、直近３年の認知症行方

不明の件数やその結果、そして徘徊行動のケースに

ついてお伺いをいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 地域包括支援セン

ターが把握している認知症又は認知症と推測される

行方不明者で、防災無線を通じて捜索が呼びかけら

れた件数は、令和４年度１件、令和５年度１件、令

和６年度２件の計４件で、３件は無事発見され、１

件は３月の事例でお亡くなりになっています。 

 この４件のうち事前に地域包括支援センターが関

わっていた方は１件で、市外施設に入所中に行方不

明となり市内の自宅付近で発見されたケースでした。 

 また、徘徊・見守りＳＯＳネットワーク登録者に

ついては、令和４年度以降配信実績はありませんが、

行方不明になりかけたケースが、令和５年度３件、

令和６年度に４件発生しています。 

 続いて、徘徊事例としては、散歩中に偶然バス停

に停車したバスに乗り込み料金の支払いができず保

護されたケースや、家族と病院受診した際、１人で

車を運転してしまい市外で保護されたケース、また、

県外での同窓会に向かわれたものの、会場にたどり

着けず警察に保護されたケースがあり、先の２例は

要介護２、最後の例は要介護１の認定をお持ちの方

でありました。いずれのケースもそれまで徘徊され

たことはなく、本人は散歩や医療機関受診等のはっ

きりとした目的を持って出かけていらっしゃいます

が、途中で状況が分からなくなり行方不明になった

もので、包括支援センターでは事前に把握していな

いケースでありました。 

○１番（田畑和彦君） 今、課長のほうから御答弁

いただきました。 

 明確な目的を持って出かけ、途中で状況が分から

なくなり行方不明になったというケースの御紹介が

ありました。また、包括支援センターの事前把握が

ないとの御答弁もありましたが、なかなか難しい問

題でありますけれども、今後ますます増加する事案

でありますので、包括支援センターの関与の在り方

は今後の課題として検討していただく必要があろう

かと思います。 

 ３月議会で本市の認知症及び予備軍の人数、先ほ

ど市長から2,900人余りとありましたけれども、こ

の約3,000人に対し、徘徊・見守りＳＯＳネットワ

ーク登録者数が１％強の36人とのことでしたが、登

録者数が少ないと私は考えます。 

 増やすための計画、手段、周知をどのように考え

ておられるのか、どのように取り組もうとしておら

れるのかをお伺いいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 令和４年に実施し

た高齢者等実態調査では、一般高齢者で70.4％、在

宅要介護認定者で67.1％の方が、徘徊・見守りＳＯ

Ｓネットワークを知らないと回答されています。 

 地域包括支援センターでは、毎年、在宅福祉アド

バイザー研修会や公民館長研修の際にチラシを配付
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し説明しているほか、認知症サポーター養成等の出

前講座、市ホームページを活用して市民への周知を

図っています。また、市内の居宅介護支援事業所に

は、担当する要介護認定者の必要に応じて登録を促

すようお願いをしているところであります。 

 今後の取組として、周知度が低い現状を踏まえ、

まずは、ころばん体操の参加者へ制度の周知を図っ

てまいりたいと思っております。 

○１番（田畑和彦君） 徘徊・見守りＳＯＳネット

ワークのシステムを知らないというのがかなり高い

ような数字であります。今後周知度アップを図ると

いう答弁でありましたが、ますます認知症の増加は

避けられない状況であります。登録者が増えること

はとても重要なことでありますので、ぜひ、取組の

強化を図っていただきたいと思います。 

 次は、みまもりタグについてであります。 

 広報紙３月号で周知の案内がありましたが、登録

者数が９人とこれまた少ない人数であります。何が

原因なのかをお伺いいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） みまもりタグ登録

者についてであります。 

 みまもりタグは、市民へ認知症に対する理解促進

と地域に住んでいる認知症の方や家族をアプリを介

してボランティアで見守る仕組みの構築を目的とし

ており、結果、徘徊時捜索の一助とするものです。 

 対象者は、徘徊・見守りＳＯＳネットワーク事業

に登録されている者のうち希望する者としています。 

 地域で見守る体制構築のため、タグ登録の際には、

民生委員、まちづくり協議会等の地域住民、かかり

つけの医療機関や介護関係者等による地域ケア会議

を開催して、登録者に対して地域の理解を図り、そ

れぞれの立場でできる支援等を協議しております。 

 ５月末現在、徘徊・見守りＳＯＳネットワーク登

録者で在宅の方が28人、そのうち10人が登録されて

いますが、登録されない方の理由としては、念のた

めの登録でタグを持つまではないという方や日中介

護サービスを利用するから、また登録はするものの

周辺の住民に認知症であることを知られたくないな

どとなっております。登録が少ない理由は、事業を

御存じない市民が多いことや認知症であることを知

られたくないという本人・家族の心情によるものが、

主なものと思われます。 

 事業の周知を図りつつ、登録を必要とする認知症

本人、その家族の気持ちや思い、個人情報保護を尊

重しながら普及を図ってまいります。 

○１番（田畑和彦君） ただいま、説明をいただき

ました。 

 タグ利用時は地域の力を借りる必要がありという

ことで、民生委員やまちづくり協議会の方々との協

議や情報共有を行っているとの答弁でありました。

このことにより、家族がためらい、タグ利用はしな

いとのことで、それから先に進めないとの答弁と理

解をいたしました。 

 他市の取組事例として、人口規模は異なりますが、

36万人の群馬県高崎市担当者によると、10年前の10

月から、行方不明の心配のある高齢者・家族にＧＰ

Ｓ機器の無償貸与を開始し、今年３月末で299件の

貸与、開始後システム利用者が行方不明となった事

案は１年間に288件、昨年３月末時点の９年間の累

計は2,595件であり、全てが無事保護され、そのう

ち９割の事案が１時間以内に保護されたとのことで

ありました。 

 背景を伺うと、24時間365日体制で稼働する委託

業者、見守りセンターの存在もある。また、ＧＰＳ

利用者があった場合、御近所や区長、民生委員には

個人情報等の関係もあり、共有していないとのこと

でありました。 

 本市のタグ利用者が増えないのは、情報共有が足

かせの一因とも考えられます。高崎市方式を参考に

取り組めば、タグの利用者が増加するものと私は思

います。 

 その効果を高めるために大事なことは、まず、家

族の方は隠したい、他人に迷惑をかけたくない、自

分たちで捜すなどの思いから、徘徊情報発信が遅く

なりがちでありますが、捜索範囲が広範囲にならず

早期発見・保護につながるよう、認知症の方が徘徊

した時点で、ちゅうちょせず早めに防災無線を活用

し情報発信することが重要と思います。このことに

ついて、お伺いをいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 実際に行方不明者
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が出た家族は自力で捜索し、相当時間が経過してか

ら困り果てて警察や消防に捜索を依頼し放送を要請

するケースが多いとお聞きしております。 

 認知症の方の行方不明は事故や人命に関わること

が想定され、迅速な初動が重要となりますので、も

しもの場合は、速やかに警察・消防へ届け出ること

や防災無線の活用が重要であると思っております。 

○１番（田畑和彦君） 防災無線についてのお話を

いただきましたけれども、この防災無線の内容とい

うのは、警察署に行ってお伺いもしたりしたんです

が、御家族の御意向を重視とのことでありました。 

 公民館名や名前などは公表せず、年齢、性別、服

装などにとどめ、家族・本人の情報保護を守り、守

られていることを家族にしっかりと周知・啓蒙を図

ることが、私は大事だと思います。この件について、

当局のお考えをお伺いいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 行方不明に関する

防災無線を放送する際は、原則、家族の申請により

匿名を希望された場合は、個人情報の保護に配慮し

て氏名や公民館名を伏せた放送も行っております。 

 先ほども申し上げましたが、認知症の方が行方不

明となった場合は迅速な初動が重要であります。緊

急時は速やかに警察・消防へ届け出ることと併せ、

防災無線では個人情報に配慮した放送も可能である

ことを出前講座等を通じて周知を図り、ためらわず

に活用することを呼びかけてまいりたいと思います。 

○１番（田畑和彦君） 機会を見てためらわずに防

災無線活用という働きかけをやるということでした

ので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 防災無線放送後に大事になってくるのは、捜索や

情報提供の協力者・協力機関が極めて重要な存在と

なります。お隣の日置市では、支え愛あんしんネッ

トワーク事業として、日置情報メールに登録し行方

不明の情報を受信した場合、日常生活に支障がない

範囲で早期発見・保護に協力する体制を取っており、

約4,000人の登録者があるようです。 

 本市では、見守りアプリについて、46か所、

1,626人に事業の趣旨説明とアプリのダウンロード

説明など工夫を凝らしながら取り組んでおられるよ

うですが、アプリ上では登録者数が95人前後と少な

いようであります。 

 他市では、協力者、協力機関・団体として、警察、

消防、民生委員、商工会議所、メール会員のほか、

牛乳・新聞配達、郵便局、ガソリンスタンド、タク

シー、理容・美容、宅配業者などにお願いをしてい

るようですが、本市はどのようかをお伺いいたしま

す。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 徘徊・見守りＳＯ

Ｓネットワークの協力機関は、高齢者クラブ連合会、

民生委員児童委員協議会、まちづくり連絡協議会、

社会福祉協議会、介護支援専門員協議会、地域女性

団体連絡協議会、介護サービス事業所代表、グルー

プホーム・小規模多機能型居宅介護事業所代表、訪

問給食事業所、商工会議所、商工会、串木野郵便局、

タクシー会社代表、いちき串木野石油ブロック会、

新聞販売所代表、乳製品販売業の17団体及び警察、

消防、庁内関係課で構成しています。 

 ＳＯＳネットワーク登録者が行方不明となった際

は、市の公式ＬＩＮＥを通じて、協力機関も含め広

く市民に対し、発生日時、性別、年代、発生地区、

服装等の情報を発信し、みまもりタグ登録者の場合

は、併せてアプリの感度を高くするようお願いする

こととしております。 

○１番（田畑和彦君） 大方網羅しているようであ

りますが、宅配業者への呼びかけがないようであり

ますので、宅配業者の方は昼夜に関係なく市内各所

を巡回されておられます。協力をお願いすることも

必要かと思います。 

 その際、サポーター講座を受けておられればベス

トですが、時間の関係でかなわないことが予想され

ます。とはいえ、企業はＣＳＲとして、雇用、納税、

地域貢献などを標榜しているので、徘徊者の保護・

発見の協力会社となったことを朝礼などで社員に周

知してもらえば、支援体制がさらに強化されると思

います。ぜひ、宅配業者への協力の依頼のほうも取

り組んでいただきたいと思います。 

 次に、徘徊模擬訓練であります。 

 本市の中央地区まちづくり協議会では、12年前の

2013年４月に、捜索班、情報班、連絡班、炊き出し

などの後方支援班を編成した行方不明者捜索要領を
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自主的に作成し、地域の住民、包括支援センター、

社会福祉協議会などの方々の協力を得て、これまで、

2017年に83名、18年に108名が参加された訓練を実

施されております。 

 今回、訓練が生かされ、行方不明発生の防災無線

放送直後、中央交流センターに鮫島会長ほか役員の

方が集まり、初期にできるだけ早く広く対応するこ

とが早期発見・保護につながるとの判断から対策本

部を設置し、２日間にわたり実に手際よく捜索活動

をされました。 

 訓練は、認知症の原因や症状について正しく学び、

認知症への理解が深まり、認知症の人やその家族を

見守り支えていく意識が高まるほか、徘徊者に対し

声かけ、見守り、無事に保護する仕組みの整備など、

地域全体で支え見守る仕組みを考えるきっかけにな

るものであります。 

 本市は、最近、地域を巻き込んだ徘徊模擬訓練は

行っておらず、まちづくり協議会に呼びかけ参加を

お願いするとのことでありました。いざ事が起きた

ときには日頃の訓練がとても重要であります。 

 そこで、再度、徘徊模擬訓練について、当局の考

えをお尋ねいたします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 徘徊模擬訓練につ

きましては、新型コロナの影響もあり、平成30年度

の中央地区を最後に実施できていない状況でありま

す。この実施できなかった期間中に、みまもりタグ

事業を導入したことや国から新しい認知症観が示さ

れるなど、従前の訓練では現状にそぐわない点もあ

ることから、現在、みまもりタグアプリを使用した

徘徊模擬訓練の手法や規模、内容等を再検討してい

るところであります。 

 事前の訓練を行うことは大変重要でありますので、

できるだけ早い時期に、市民が参画する訓練を呼び

かけ、実施してまいります。 

○１番（田畑和彦君） ぜひ、徘徊模擬訓練の実施

のほうを取り組んでいただきたいと思います。 

 加えて、訓練後は、訓練結果を基に、より分かり

やすく動きやすくするようにマニュアルの見直しな

ども図っていただきたいと思います。 

 また、行方不明の捜索は一つの公民館単位では限

界があるので、発生地区のまちづくり協議会を中心

に取り組むことが大事であると思います。 

 一方、16のまちづくり協議会では、携帯のグルー

プＬＩＮＥがつながっており広域にしかも瞬時に情

報共有が図られるため、連携した訓練も行っていた

だきたいと思います。 

 次に、先ほど申し上げた中央地区まちづくり協議

会の対策本部では、婦人部による炊き出しがあり、

ボランティアで捜索活動をする方々や不明者になら

れた家族へ、おにぎり、つけ揚げ、漬物などの食糧

支援がありました。費用は、中央地区まちづくり協

議会からの捻出で実費１万円ほどかかったようであ

ります。 

 現在、自主防災組織活動補助金として８万円の助

成制度はあるようですが、このような緊急時のボラ

ンティア活動の炊き出しについては別枠で実費相当

分の補助制度を設けるべきと考えますが、いかがか

お伺いをいたします。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） ボランティ

ア捜索活動に対する補助制度についてであります。 

 本市で行方不明者が出た場合、警察か消防に届出

がなされ、両機関が合同で捜索に当たることとなり

ます。消防本部におきましては、捜索対応マニュア

ルに基づき、自治公民館長や市へ協力依頼を行い、

あわせて公民館の建物を対策本部として設置する場

合もあります。 

 行方不明者には、認知症や疾病によるものや家出

やレジャーでの遭難等があります。捜索につきまし

ては、警察や消防、地域住民や関係機関の役割を明

確にし、効果的で効率性のある仕組みづくりが必要

であると考えております。 

 炊き出し等に関する補助制度の質問でありますが、

まずは、捜索に関する体制づくりが重要であると考

えており、本市の捜索対応マニュアルを基本にし、

他市の状況も参考にして要綱を整備したいと考えて

おります。 

○１番（田畑和彦君） 認知症で行方不明になられ

た御家族は、冷静さを失い焦燥感でいっぱいの状態

で計り知れない心労があります。その状況にあって、

地区公民館のボランティア活動は頼りになる存在で
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あります。せめて、行方不明者があった地区公民館

でボランティア捜索活動をしてくださる方々にだけ

でも、今答弁がありました捜索に関する要綱を早く

整備し、炊き出しに対する補助制度の創設にぜひと

も取り組んでください。 

 ３月議会で、市長は、認知症施策推進計画をつく

るのが目的ではない、実効性のある推進計画をつく

ることに注力をするとの答弁もあったところですが、

認知症の徘徊は、いつ発生してもおかしくない事案

であり命に直結する事案でありますので、まずは、

できることから早急に取り組むことを要望し、次の

資源物・生ごみ等について質問をいたします。 

 資源物当番についてであります。 

 本市の65歳以上の高齢者は、約１万200人、全体

の約４割を占めております。高齢者の資源物当番は、

膝や腰が痛く30分ほど立っていることがつらく非常

に困難だ、難儀だ、指定場所までいつまで行けるの

か、転びそうになりけがをしそうだなどなどの深刻

なお声を聞いております。 

 当番制について、日置市は資源物や生ごみなどの

当番制はありません。本市の場合、当番の回数は少

ないとはいえ、高齢者の方々は、御負担を抱えなが

らも快適な市民生活環境を支えるためボランティア

で協力をしておられます。とはいえ、高齢化が急速

に進展している中で、今のやり方を継続することは

厳しい現状であります。 

 市長も高齢者の方の深刻なこのお声をお聞きのこ

とかと思いますが、このお声に対し真摯に向き合い、

当番制の廃止や見直しを検討すべきと考えます。あ

わせて、日置市では当番制廃止ができて、なぜ本市

ができないのか、なぜ廃止に踏み込めないのかの理

由をお伺いいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 立ち当番制によ

る資源物の回収は、違反ごみの混入防止や収集まで

のごみの飛散防止のため、環境センターが稼働した

平成11年度から開始し、市民の皆様の生活に定着し

ていると考えております。 

 その結果、令和６年度の資源物回収での違反ごみ

の混入は約20件と非常に少ない状況であります。資

源物回収での回収用品の設置や後片づけなど、市民

の皆様の御協力に感謝いたします。 

 現在の回収方法は、違反ごみ対策などがうまく機

能しており順調に資源物が回収できておりますので、

今後も継続させていただきたいと考えております。 

 立ち当番の実施方法は、公民館等により異なって

いるようであります。実施方法については、状況に

よって柔軟に対応していただければと思います。 

 今後とも、この回収活動を存続できるよう、立ち

当番やごみ出しが困難な方については、共生・協働

のまちづくりのためにも地域・公民館で御協議いた

だき支え合うことで支援していただきたいと考えて

おります。 

○１番（田畑和彦君） 今の答弁によりますと、当

面は当番制ありきというふうな答弁でありました。 

 先ほどから申し上げていますように、高齢者の方

は、肉体的・体力的にも大変無理をして担当をされ

ておられます。 

 当番がどうしても必要ということであれば、高齢

者の深刻なお声に対する対応策として、例えば、

247か所のごみステーションに１～２名の当番をお

願いし、お１人当たり年１万円程度の謝金を予算化

し対応する方法もあろうかと思います。 

 とにかく、このままでは厳しい現状であります。

ルールを守れば立つ必要もないわけであります。ル

ールを守る仕組みづくりの検討など、ありとあらゆ

る方法を模索し、当番制廃止・見直しが実現するよ

う前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 加えて、高齢者が多い地域やごみ出し困難な方が

多い地域へは小さなごみステーション場を増設する

ことも、併せて検討をしていただきたいと思います。 

 日置市では、生ごみ、資源ごみ、粗大ごみは公民

館に搬入しなくても指定場所に出せる、袋は生ごみ、

資源ごみ、燃やせないごみの３種類、資源ごみは発

泡やプラスチック、缶、瓶、ペットボトルとそれぞ

れ４種類ごとに分類し、資源ごみ袋に入れて出すな

ど、ルールがしっかり守られ定着していると聞いて

おります。 

 そこで、資源物や生ごみなどの出し方についてで

あります。本市では、資源物、生ごみを出せるのは

公民館の判断とし、大方の公民館では加入者である
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ことを前提としております。本市の公民館加入率は

昨年６月時点で84.6％、日置市は公民館未加入者で

もごみが出せる状況で、2023年度の加入率は本市よ

りも５％高い89.5％が加入されているようです。 

 公民館は、社会教育法に基づき市町村の社会教育

行政の一部に位置づけられ、住民のためのまちづく

り、高齢者支援、健康づくりなど住民や地域を支え

盛り上げる重要な役割を担い、住民と行政、協働に

よる課題解決を図る拠点として中心的な役割を果た

すほか、台風や地震など自然災害発生時の避難所で

は、日頃から公民館活動を通してコミュニケーショ

ンを深めている住民同士が不安な時間を過ごす中で、

お互いの声かけは力強い心の支えになる存在です。 

 よって、私は、公民館未加入を肯定するのではな

く極力加入していただきたい思いでありますが、一

部加入できない方がおられる現状にあります。公民

館未加入者とはいえ、本市に居住し税金を納めてい

る以上、日置市同様ごみ出しは平等にすべきと考え

ますが、いかがかお伺いをいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 本市のごみステ

ーションについては、公民館の設置及び維持管理に

よって活用されていることから、ステーションの利

用方法については公民館に委ねている状況でありま

す。ごみステーションを管理する公民館と未加入者

のごみ出しトラブルの多くは違反ごみが原因である

ことから、公民館によっては、未加入者の利用を制

限しているところがあるようです。 

 市では、相談があった場合、加入・未加入にかか

わらず、ごみ出しのルールを守った上でごみステー

ションを利用できるよう依頼しております。ごみ出

し等を通して公民館と未加入者が交流する機会とな

り、地域住民同士の共助やコミュニケーションなど

が増えることで、公民館加入の働きかけにもなると

考えております。 

 ごみ出しルールが徹底されていれば、未加入者の

ごみ出しについて公民館の理解を得やすいことから、

正しいごみの出し方について周知徹底しながら、全

ての市民がごみ出しできる環境づくりに努めてまい

ります。 

○１番（田畑和彦君） 今いろいろメリットのお話

もありましたけれど、ぜひ、ごみ出しのルールを守

るよう働きかけながら平等な扱いになるよう、館長

との協議をぜひまた当局のほうでも進めていただき

たいと思います。 

 関連しまして、本市には外国人の技能実習生や留

学生など約500人の方が居住し、働き手不足で困窮

している工場、店舗、医療、介護の現場において、

貴重な人材として貢献をされておられます。 

 外国人の方は公民館未加入者で、生ごみや不燃物

は近くのごみステーションに出せるが、資源物は会

社や学校の収集場所まで通勤・通学時に自転車で持

参する現状であります。企業や学校では、安全上不

安であり頭を悩ませておられます。 

 外国人の方は、公民館未加入とはいえ納税されて

おられるわけで、平等にこれまたごみや資源物の受

入れができるよう対応すべきと考えますが、いかが

かお伺いをいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 技能実習生など

の外国人の方は、受入れ企業が寮や社宅として提供

する賃貸アパートなどで生活される方が多いようで

あります。これらの方は同一の地域で生活されるこ

とが多く、ごみ出しのルール違反を原因としてごみ

ステーションの利用を制限されるケースがあるよう

です。 

 市では、外国の方であっても、ごみ出しのルール

を守った上でごみステーションを利用できるよう依

頼しております。 

 しかしながら、外国人の方々が積極的に地域と関

わりを持つことは容易でないことから、ごみ出しな

ど地域のルールについて理解ができていない状況が

多くあるようです。 

 市としましても、引き続き、正しいごみ出しの周

知徹底を図り、関係企業等にも協力をいただきなが

ら対応してまいります。 

○１番（田畑和彦君） 答弁をいただきました。 

 外国人を受け入れている企業や学校では、ごみ出

しルールを守るよう指導されておられますが、再度、

周知徹底をお願いし、外国人の方のごみや資源物の

受入れが平等に早く実現するよう、当局のほうの努

力の取組を図っていただきたいと思います。 
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 次に、日置市の丸山喜之助商店の社長からの情報

によりますと、「日置市、南さつま市、南九州市、

枕崎市の４市では、独自の広域化により、金峰町に

焼却施設を完成させ昨年９月より稼働している。日

置市では、金峰町まで搬入が遠くなることから、丸

山社長は、本社工場敷地内にリサイクル可能な物は

受け入れる一時中継施設を、市からの補助金なしで

12億円を投じ処理施設を建設中で今年10月には稼働

予定」と話をしてくださいました。 

 日置市では、この工場の使用料、維持・管理・運

営費として、長期20年の処理委託契約を締結された

とのこと。また、この新しい工場は、生ごみ、資

源・不燃・粗大ごみを中間処理し、資源物は売却、

10～15％の残渣は持込み先へ返却する形で運営する

とのことです。 

 仮に、本市の生ごみや資源物を持ち込んだ場合、

処理能力について伺うと、「能力は十分にある」と

のこと。また一方、成功事例やノウハウを生かし、

本市での新工場計画の意向はないのかを伺いました

ところ、「処理する物量が少なく収支的に無理であ

る」とのことでした。 

 また、「新工場建設費は12億円で民間だからこの

金額で済んだが、行政が建設した場合、２倍ぐらい

の建設費になる」とも話をされました。 

 ３月議会で、本市が生ごみリサイクル処理をする

と想定した試算では、容器など購入費で約3,800万

円、収集・運搬・処理費に4,200万円、生ごみリサ

イクル処理を実施した場合の減額は370万円の予測

で、費用対効果を考えると難しいとのことでしたが、

将来を見据えて、隣接市の丸山さんの新工場で本市

の生ごみや資源物の処理を検討すべきと思いますが、

いかがかお伺いをいたします。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 本市のごみ処理

を民間施設に委託する場合、生ごみ処理については

回収用品購入などの初期費用や処理に係る経費など

に多額を要することから、費用対効果を試算したと

ころ、現時点での導入は難しいと考えております。 

 資源物の処理につきましては、本市の施設は老朽

化しているものの、健全度の高い機器も多くあると

ころです。そのため、整備を行うことで稼働目標と

している令和21年度まで十分な処理能力が保てるこ

とから、現時点で処理業者に委託することは考えて

おりません。 

○１番（田畑和彦君） 今、答弁がありましたけれ

ども、費用対効果を重視することはもちろん大事で

ありますが、容器購入、収集・運搬及び処理費用だ

けの単純な問題でなく、焼却料、人件費、炉の補修

繕費の削減のほか、炉の長寿命化など多くのメリッ

トがあります。 

 このように年間の維持・管理費を考慮し、民間に

委託できるものは委託することも必要なことですの

で、隣接市の処理業者との連携を選択肢の一つとし

て検討するよう要望いたします。 

 以上、今回二つの項目を質問させていただきまし

た。未来とは今であり、今日があしたになり、その

連続が未来につながります。全てを一気に取り組む

ことは無理でありますので、今できることにスピー

ド感を持って取り組まれることを要望し、全ての質

問を終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、東育代議員の発言を

許します。 

   ［11番東 育代君登壇］ 

○11番（東 育代君） 皆様、お疲れさまです。 

 私は、先に通告いたしました２件について市長の

見解を求めます。 

 まず初めに、ハラスメント防止の取組についてで

す。 

 ハラスメントとは、いろいろな場面での嫌がら

せ・いじめをいいます。その種類は様々ですが、他

者に対する発言、行動等が、本人の意図に関係なく、

相手を不快にさせたり尊厳を傷つけたり不利益を与

えたり脅威を与えることを指しますと、このように

説明されております。 

 2022年４月、ハラスメントの防止や対策を行うこ

とが義務化されました。今では、ハラスメント防止

宣言や条例制定されている自治体も増えております。

曽於市では、職員及び市長等の責務や管理監督者の

責務など記載された、ハラスメントは絶対にしては

ならないという強いメッセージが込められた条例制

定のようでございます。 
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 私たちは、多様な価値観の中で日々生活を営んで

おりますが、パワハラを与えている側に意識は全く

なくても、受けた側は精神的苦痛を感じ日常生活に

影響を与えるケースも多くあります。過去に、本市

でもパワハラ問題がありました。 

 現状では、良好な職務環境を確保するための意識

啓発の学習や対策、学びの場の確保をなされている

ものと思っております。 

 そこで、本市におけるハラスメント防止の取組に

ついて、市長の見解をお聞きします。 

 具体的な質問については質問席から行い、以上で

壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 東育代議員の御質問にお答

えをいたします。 

 ハラスメント防止の取組についてであります。 

 本市におきましては、令和６年、去年の２月、消

防本部においてパワーハラスメント事案が確認され

たところであります。市民の生命と財産を守ること

を本務とする消防の現場において、パワーハラスメ

ントが確認されたことは誠に遺憾であり、管理監督

の立場にある責任者として深く反省をいたしており

ます。 

 この事案を機に二度と同じことが起こらないよう、

職員一人ひとりがハラスメントを正しく認識し理解

することを徹底するため、研修会やアンケートを毎

年実施するなどハラスメント対策を強化するととも

に、常々職員に対しましては、明るく働きやすい、

職員同士が何でも相談し合えるような、そういった

風通しのよい職場づくりをするように呼びかけてい

るところであります。 

 改めて申し上げるまでもなく、ハラスメントは被

害者の心身に深刻なダメージを与えるのみならず業

務に支障を生じさせることから、決して許されない

行為であります。今後とも、毅然とした態度でハラ

スメント防止に取り組んでまいりたいと思います。 

○11番（東 育代君） ただいま、市長から答弁を

いただきました。ハラスメント防止について様々な

立場で取り組んでいくということでございました。 

 具体的に質問をいたします。 

 ハラスメント撲滅宣言や条例制定など、各自治体

の取組が進んでおります。本市の考えについて伺う

ものですが、先行して取り組まれている自治体の条

例では、防止及び排除のための措置、被害者への配

慮並びにハラスメントに起因する問題への適切な対

応を行うことにより、職員及び市長などが個人とし

ての尊厳を尊重され、快適に働くことのできる職務

環境を確立することを目的とあります。また、良好

な職務環境を確保するため、ハラスメント防止及び

排除並びに被害者への配慮に努めなければならない

とあります。 

 そこで、お聞きしますが、本市のハラスメントに

おける取組、ハラスメント防止対策について、具体

的にどのように取組をされているのか、現状をお聞

きいたします。 

○総務課長（長畑正博君） ハラスメント防止の取

組の現状についてであります。 

 市におきましては、ハラスメントの防止等に関す

る規定等に基づきまして、ハラスメントの防止及び

排除また問題が生じた場合の対応について、必要な

事項を定めております。 

 また、ハラスメント相談員を串木野庁舎、市来庁

舎、消防本部に配置し相談に応じるとともに、総務

課のほうでも、直接受付を行い相談があった場合は

速やかに対応をしております。 

 また、全職員が毎年記入し総務課へ提出する人事

異動に係る自己申告書の内容も確認しながら、必要

に応じて対応をしているところであります。 

 そのほか、毎年、職員の接遇の基本となる人権に

ついて、職員が正しく理解し人権尊重の意識を高め

ることを目的とした人権啓発研修を行い、研修の中

でハラスメントについても正しく学び、ハラスメン

トの防止に努めております。 

 なお、消防本部におきましては、再発防止に向け

て、今年度もアンケートや研修会を実施することと

しております。 

 また、今年度は、一般職員も含めまして全職員を

対象に、ハラスメント防止に係る研修を実施するこ

ととしており、市全体のハラスメント防止に努めて

まいります。 
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○11番（東 育代君） ただいま、担当課長のほう

から具体的にいろいろと規定に基づいて取り組んで

いるということで答弁をいただきました。 

 ハラスメントを受けた場合、１人で我慢したり無

視したり受け流しているだけで状況は改善されない

ので、勇気を持って行動し、はっきりと自分の意思

を相手に伝えるとありますが、ハラスメントを受け

たときの相談の流れ、相談窓口、再度お聞きします。 

○総務課長（長畑正博君） 相談の流れですけれど

も、先ほども答弁いたしましたけれども、まず、串

木野庁舎、市来庁舎、そして消防本部にハラスメン

ト相談員を配置しておりますので、その相談員を通

じて総務課のほうにつないでもらう方法が一つです。 

 また、その相談員を介さずに総務課のほうに直接

相談を受ける場合もありますので、そうした場合に

は、その相談をされた方、あるいは加害に当たる職

員等へそれぞれ聞き取りをした上で、事実確認をす

るような形を取っているところであります。 

○11番（東 育代君） システム的にはいろいろと

整備されているようです。 

 ただ、相談しやすい環境であるのか。相談ができ

るときにはまず解決に向かうわけなので、やっぱり、

そこの職場の環境づくり、雰囲気づくりが一番大事

だと思っております。 

 ハラスメントの防止及び排除並びに被害者への配

慮に努めるという先行事例も紹介いたしましたが、

具体的な研修の内容、あるいは対象者、アンケート

調査も実施ということですが、この研修受講後の意

識の変化、再発防止に向けた今後の取組・課題があ

ればお聞きします。 

○総務課長（長畑正博君） 令和６年２月に発生し

ました消防本部でのパワーハラスメント事案を受け

まして、本市では、全ての消防職員を対象としたハ

ラスメント研修を毎年実施しております。 

 研修内容としましては、まず、職場におけるパワ

ーハラスメントの定義を再確認しております。職場

で働く者に対し、職務上の地位や人間関係など職場

内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精

神的・身体的苦痛を与える、または労働者の就業環

境を害する行為と定義されておりますので、まずは、

この基本を職員が改めて理解することから取組を始

めております。 

 研修後の職員へのアンケート結果では、おおむね

８割以上の職員が「職場で活用できる」と回答をし

ております。このことから、知識の習得、多様な価

値観への理解、ハラスメントの定義がしっかりと把

握できたことがうかがえるところです。 

 その結果、消防本部における訓練内容の見直しや

職員間での相互の尊重、円滑なコミュニケーション

の推進といった意識の変化が見られ始めております。 

 再発防止に向けた取組としましては、先ほども申

し上げましたが、今年度は、消防職員に加えまして

一般職員も対象に同様の研修を計画しているところ

です。この研修で、ハラスメントの基本的な知識、

対策について幅広く学び、組織全体での意識向上を

図っていく所存であります。 

○11番（東 育代君） 消防本部のほうでは全職員

に対してのいろいろな研修もなされていると思うん

ですが、市職員全体について今年度からということ

ですね。消防だけではなくて市全体の取組について、

研修とか具体的な、あるいはアンケートということ

をお聞きしたいところです。 

○総務課長（長畑正博君） 一般職員におきまして

は、これまで毎年人権啓発研修ということで幅広く

人権について学び、その中でハラスメントについて

も対策ということで、職員の意識啓発を図っている

ところです。その中で、今年度、一般職員について

は、消防本部で行っているハラスメントに特化した

研修ということを計画しております。 

 また、アンケートにつきましては、先ほども申し

上げましたけれども、人事異動に係る希望申告とい

うのを毎年一般職員から取っておりまして、総務課

でもその内容を確認し、そういったハラスメントと

疑われるような案件がありましたら、これまでも個

別に対応してきているところであります。これにつ

いては、今後も継続していくということであります。 

○11番（東 育代君） 今後も継続していくという

ことで答弁いただきました。 

 防止及び排除のための措置、被害者への配慮並び

にハラスメントに起因する問題への適切な対応を行
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うことにより、職員及び市長などが個人としての尊

厳を尊重され快適に働くことのできる職務環境を確

立することを目的にすると先ほども述べましたが、

良好な職務環境を確保するためのハラスメントの防

止及び排除並びに被害者への配慮に努めなければな

らないと目的を明確にした条例制定が各自治体で始

まっておりますが、本市の条例制定についていかが

でしょうか。先ほど括弧１で申しましたが、ハラス

メント撲滅宣言や条例制定など各自治体の取組が進

んでおりますが、本市の考えを伺います。 

○総務課長（長畑正博君） 条例の制定についてで

す。 

 県内においては、曽於市がハラスメントの防止に

ついては条例を定めているようでありますが、本市

では、先ほども申し上げましたハラスメントの防止

につきましては、市のハラスメントの防止の総括的

な規定であるハラスメントの防止等に関する規定、

また、これに付随して各種ハラスメントの具体例、

職員の取り組むべき行動、問題を解決するための目

安となります、ハラスメントをなくすために職員が

認識すべき事項についての指針という訓令を定めて

おります。 

 現時点におきましては、現在定めて運用しており

ます現行の規定などの適正な運用に努めていくとと

もに、今後ハラスメントの研修も行っていきますの

で、そういったアンケート、研修、またその内容に

ついての検証というのを絶えず行いながら、引き続

きハラスメントの防止に取り組んでまいりたいと思

っております。 

○11番（東 育代君） 次の質問に移りますが、全

国の自治体でカスハラ（カスタマーハラスメント）

防止条例を制定する流れが加速しているようですが、

本市の考え方について伺っていきます。 

 ６月４日に、カスハラ対策について、改正労働施

策総合推進法が可決・成立されたと記事を見ました。

2026年度中の施行を目指しているようですが、カス

ハラ対策の義務化は企業や自治体が対象とされてい

ます。パワハラは職場内の人間関係において権力を

利用した嫌がらせ・いじめを指しているようですが、

カスハラは顧客、市民からの理不尽なクレームや要

求を意味するようです。 

 本市では、窓口や電話等による市民からの理不尽

なクレームや要求などについて、いかがでしょうか、

現状をお聞きします。 

○総務課長（長畑正博君） 本市窓口でのカスタマ

ーハラスメントに該当すると思われる事例につきま

しては、来庁者が窓口での証明書等の申請時におい

て身分証明書の提示を求められた際、身分証明書を

提示せずに大声で執拗な言動にて証明書等の発行を

迫るケースが多くございます。このケースにつきま

しては、窓口での担当者だけではなく係長、課長な

ども入れて組織的に対応しているところであります。 

 また、窓口での事例ではございませんが、特定の

職員に長電話を頻繁にかけてくる事例もあるところ

です。 

○11番（東 育代君） そうですよね。やっぱり、

窓口対応をされている職員の方々は本当に大変な思

いをされていると思います。 

 市では、文化施設や体育施設など多くを指定管理

者に委託してあります。先日も、施設利用者からの

様々な声に対処されている管理事務所の苦悩をお聞

きいたしました。担当課と相談しながら、「2022年

４月ハラスメントの防止や対策を行うことが義務化

されました」というような新聞記事を拡大して目の

つくところに掲載していただいたこともあります。 

 改正法では、カスハラそのものを規制するわけで

はなく、被害発生を抑止する方策や発生した場合の

被害回復策などを義務づけ、労働者が安心して働け

るようにする、自治体も義務化の対象としたとあり

ますように、カスハラについての条例整理も必要で

はないでしょうか。 

○総務課長（長畑正博君） カスタマーハラスメン

ト対策につきましては、従業員、職員を守るという

観点から、近年、民間・公務を問わず対策が急速に

拡大をしております。 

 本市においては、不当要求行為等の防止に関する

要綱を平成17年に定めておりまして、不当要求行為

等の一つとしてカスタマーハラスメントに該当する

行為を定義し、職員に周知をしております。 

 また、カスタマーハラスメント対策の一つとしま
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して、職員の名札を令和６年６月にフルネームから

名字のみに変更いたしました。 

 そのほかカスタマーハラスメント対策の一つとし

て、悪質な電話があった通話内容を録音するため、

市の電話機の一部には録音機能を実装しているとこ

ろであります。 

 カスタマーハラスメント防止につきましては、議

員仰せのように国において改正労働施策総合推進法

が６月４日に成立、令和８年中に施行される予定で

あります。これは、事業所や自治体も対象となって

おります。国は、今後、指針を策定し、被害発生時

の対応方針をマニュアルで明確化することや相談体

制の整備などについて基準を示すものと思われます。 

 市としまして、今後、国から示される指針等に基

づき、まずは対応マニュアルの策定に取り組み、組

織的な対応を強化していきたいと考えております。 

 なお、条例については、市民をはじめハラスメン

トに対する理解を深めることが重要であると考えて

おりますので、他の自治体の動向を見ながら検討し

てまいりたいと思います。 

○11番（東 育代君） 他の自治体の動向を見なが

ら検討していくということでした。 

 市民や施設等の利用者に対して、節度あるマナー

をお願いしますというだけでは説得力に欠けるよう

です。条例や宣言は、理不尽なクレームや要求に対

しての抑止力、壁になるように思います。 

 山梨県の北杜市では、パワハラ、セクハラ、ある

いはマタハラ、モラハラに加えてカスハラについて

も記載されていますし、「市長、副市長、市議会議

員、その他特別職に属する者及び市の全ての職員は」

とあります。ハラスメントは絶対しない、させない、

許さない、そして見逃さないとの固い決意の下、ハ

ラスメントの撲滅に率先して取り組むとハラスメン

ト撲滅宣言条例を制定されております。 

 先行されている自治体を参考になさって、本市に

合った条例制定となることを期待しています。全国

の自治体でカスハラ防止条例を制定する流れが加速

しております。本市の考えを再度伺います。 

○市長（中屋謙治君） ハラスメントに関して様々

御意見をいただいておりますが、壇上でも申し上げ

ましたように、ハラスメントには様々な要因がある

と思うんですが、職場のいわゆるパワハラを防止す

るためには、やはり職場環境の改善を心がける、風

通しのよい職場づくり、これに尽きるんだろうと思

っております。 

 先ほど来、総務課長のほうから、相談体制であっ

たりとか研修会であったり、あるいは規定の整備、

こういうものに取り組んでいるということで答弁を

したところでありますが、この規定もさることなが

ら、何がハラスメントに当たるのかと。言っている

ほうはそういう意味合いや思いはなくても、受ける

ほうが……。ですから、同じ発言であっても、同じ

行動であっても、これはハラスメントだというケー

スもありましょうし、ここら辺をやはり具体的にし

っかりと積み上げていく、これが必要だろうなとい

う気がいたしております。 

 カスハラの話でありますが、国のほうで今回法整

備、そしていよいよということであります。今、山

梨県北杜市でしたっけ、例を申されましたけれども、

条例をつくってハラスメントを絶対しない・させな

い・起こさない、こういう宣言をすることは意義の

あることだと思うんですが、あわせて何がハラスメ

ントに該当するんだと。先ほど、市役所の窓口の例

を答弁いたしましたけれども、言っている本人がそ

こまでの意識があるとは思えませんので、何が該当

するんだということを併せてしっかりと認識・理解

することが必要だろうと思っております。 

 他の自治体の事例を参考にしながら、今後、条例

化について検討してまいりたいと思っております。 

○11番（東 育代君） 市長からも答弁いただきま

した。 

 もちろん、条例を制定して終わりではなく、ハラ

スメント撲滅を宣言することで、市内にある文化施

設や運動施設など、利用者がお互いに良好な関係性

が保てることを願って質問させていただきました。 

 また、市内にある事業所においても、職場の環境

整備の一環として、市の宣言・条例というのが壁に

なって抑止力になることを願っての質問をさせてい

ただいたところでございます。 

 次に移ります。 
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○議長（中里純人君） ここで昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時15分とします。 

             休憩 午前11時53分 

             ───────── 

             再開 午後１時15分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○11番（東 育代君） それでは、消防行政につい

て質問をいたします。 

 まず、初めに、ＮＥＴ119緊急通報システムの取

組について、令和７年度の新規事業として導入され

ましたが、具体的にどのように取組をされているの

か、現状を伺います。 

○消防長（上夷征史君） ＮＥＴ119緊急通報シス

テムの取組についてであります。 

 ＮＥＴ119緊急通報システムは、音声による意思

疎通が困難な聴覚や言語に障がいのある方が、スマ

ートフォンなどのＧＰＳ機能を利用して、どこから

でも音声によらない簡単な操作で119番通報が行え

るシステムでございます。本市でも、今月１日から

運用を開始したところでございます。 

 活用方法といたしましては、電話による音声での

119番通報が困難な方を対象として、通報と同時に

スマートフォンなどのＧＰＳの位置情報を利用して

外出先でも通報者の居場所が把握でき、さらに、チ

ャット形式で消防本部の通信指令室と文字による対

話が可能となり、消防車や救急車の迅速な対応につ

ながるものと考えております。 

 また、周知につきましては、システムを御活用い

ただく方々に事前登録をしていただく必要があるこ

とから、その有用性、利便性について、広く周知し

たいと考えております。 

 なお、昨日15日に、聴覚障害者協会及び手話サー

クルの合わせて18名の方々へ説明会を実施し、６名

の方に事前登録いただいたところでございます。 

 今後も継続して周知活動に取り組んでまいります。 

○11番（東 育代君） 昨日、出前講座があったと

いうことで、私もちょっと参加をさせていただきま

した。 

 緊急通報システムの登録申請方法を、消防の方と

か手話サークルの方々にお手伝いいただきながら取

り組まれる姿を見て、携帯、スマホ機種がそれぞれ

ですし、想像以上に大変な作業だなと感じました。

新たな課題も見えてきたように思われます。 

 説明会を開催されて、どのように思われたでしょ

うか。 

○消防長（上夷征史君） 昨日の説明会は消防にと

っても初めての経験でしたが、幾つか課題が見えて

まいりました。 

 登録においては幾つかの作業がございまして、ふ

だんメールのみしか使わないというような高齢者の

方々には、登録作業の段階でまず戸惑われるという

ことが分かりました。若者にとっては何ら問題のな

い作業なのでしょうが、高齢者の方々にどのような

支援を行っていくかは一つの課題であり、消防側も

支援を行う中で機種ごとに変わる登録要領を共有す

る必要があると感じたところでございます。 

 また、ＮＥＴ119の使用については模擬使用を行

うメニューがありますので、繰り返し通報訓練を行

っていただき慣れていただくほかありませんが、障

害者協会の皆様には、操作に慣れるまでの間はＦＡ

Ｘ119と兼用してお使いいただくことで、少しでも

安全に安心していただけるよう取り組めるのではな

いかというふうに感じました。 

○11番（東 育代君） ただいま答弁いただきまし

たが、従来は緊急ファクスでの訓練を毎年なさって

いらっしゃったようですが、今ほとんどの方がスマ

ホなどを持っていらっしゃいますので、会員の方々

はとても安堵されておられたと思います。ただ、高

齢者にも導入されたシステムを理解してもらえるよ

うな取組が、今後の課題であるように思います。 

 繰り返し訓練をということでしたが、これは大変

な作業になると思うんですが。再度お聞きします。 

○消防長（上夷征史君） 高齢者の方々への取組と

いうことでございます。 

 議員仰せのとおり、今までは、聴覚障害者協会の

方々と、ＦＡＸ119で毎年１回の訓練を実施してお

りましたが、通報は在宅時に限定され、停電時は通

報できないなどの欠点がありました。 

 しかし、今回、システムの導入により、全国どこ
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からでも119番通報が可能となりました。これまで

720本部中657本部が導入しており、91％の導入率と

いうことになります。 

 御質問の高齢者などへの普及方法ですが、先行し

て実施している消防本部の取組方法などを研究しな

がら登録支援などを検討し、一人でも多くの方に安

心してもらえるように取り組んでまいります。 

○11番（東 育代君） 本当に導入されて使いこな

せるようになると、とても便利さを感じると思うん

ですが、やはり申請・登録という手順がなかなか…

…。また、出前講座を開催するときに準備する物の

周知、例えば、「自分の携帯番号を登録してくださ

い」とか「アドレスを入れてください」と言われて

も、聴覚に障がいのある方は自分の携帯番号はまず

あまりよく御存じでない。また、お友達に「私のを

教えて」って言っても、お互いに知らないというよ

うなのもありましたよね。いろんな課題が見えてき

たと思いますので、これからまた研究していただき

たいと思います。 

 利用条件に、「対象者は聴覚・言語機能に障がい

があるなど、音声による119番通報困難な方で、消

防本部が管轄する地域に在住、在勤または在学して

いる方です」とありますが、高齢になり聞き取りに

くく対話が困難な方もおられるでしょう。また、認

知度が低く、難聴とは異なり、聞き取り困難症（Ｌ

ｉＤ）と言われる方もおられるように思います。 

 障害手帳をお持ちの方は把握はできると思います

が、配慮が必要と思われる対象者を含めて、現状と

今後の取組を伺います。 

○消防長（上夷征史君） 令和７年４月１日現在、

本市では、聴覚障がい者159名、音声・言語・そし

ゃく機能障がい者23名の方々へ、障害者手帳が交付

されているようです。 

 このＮＥＴ119緊急通報システムは、障害者手帳

交付の有無にかかわらず、音声による緊急通報が困

難な方を対象としております。 

 障害者手帳の交付者は把握できるのですが、御指

摘のとおり手帳の交付されていない方は把握が難し

いところでございます。 

 そのため、本市のホームページや広報紙への掲載

をはじめ、福祉課や社会福祉協議会の窓口にパンフ

レットを置くなど、関係課の協力をいただきながら、

障害者手帳の交付者以外の方にも情報が届くように、

広く周知したいと考えております。 

○11番（東 育代君） 手帳を持っておられる方も

含めて200名弱の方がいらっしゃるということです

けれども、その中で受講された方は６名だったわけ

ですよね。このように、大変ハードルが高いという

こともありますので、これからも努めていただきた

いと思います。 

 先ほど答弁がありましたように、６月５日の広報

紙に「緊急通報がしやすくなるＮＥＴ119運用開始」

と掲載されましたが、若い世代の方は広報紙はあま

り見ません。できるだけ多くの方に知ってもらえる

よう努めていただきたいと思います。 

 また、ＱＲコードを読み込み申請できるよう紹介

されております。多くの方がＮＥＴ119緊急通報シ

ステムを理解し、さらに登録してもらえるような取

組を今後も進めていただきたいと期待しております。 

 次に行きます。 

 市内に分娩のできる医療機関がないことから、妊

婦の緊急対応及び不安解消のための取組として、消

防本部で妊婦の情報を共有し、緊急時に備える取組

が他自治体で始まりましたが、本市での取組につい

て伺います。 

○消防長（上夷征史君） 妊婦情報を共有し、緊急

時に備える取組についてであります。 

 これまで本市でも妊婦の救急搬送が年間に数件発

生し、過去にも自宅や救急車内で出産された事例が

幾つかあります。妊婦の救急対応については、救急

救命士が分娩介助の手技を習得しており、救急車内

に分娩セットを常備し、自宅などでの予期せぬ分娩

に対応しております。 

 しかしながら、本市に出産できる医療機関がない

ことは、妊婦の方々にとって不安の一つになること

から、今後、市担当課と妊婦に関する情報を共有し

ながら、緊急時に産科医療機関へ速やかに搬送する

体制の構築に取り組んでまいります。 

○11番（東 育代君） 救急隊の方の研修はされて

いるということでございますが、枕崎市をちょっと
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紹介しますと、本市と同様に分娩のできる医療機関

が市内にないことから、妊婦の不安を解消する取組

が始まっております。個人情報保護の観点から登録

は任意とされているようですが、緊急時の担当医の

指示の下で医療機関への適切な搬送に役立てるとあ

ります。 

 搬送中の対応について救急隊員への研修も計画し

ていたり、遠方の分娩取扱施設への交通費や宿泊費

の助成もあるようです。 

 本市には婦人科はありますが、産科がありません。

ぜひ前向きに進めていただきたいと思いますが、伺

います。 

○市長（中屋謙治君） 今、枕崎の例を御紹介いた

だきました。本市においても婦人科はあるけれども

産科がないということで、妊婦の方にとってはそれ

が不安材料であろうと思っております。 

 御紹介いただきました取組でありますが、登録制

度は、妊婦・出産に関する情報を事前に登録するこ

とで、緊急時に交通機関、あるいは親族等のサポー

トを受けることができない、そういったケースにつ

きまして、救急車を利用する際、119番通報やかか

りつけ医療機関への連絡が短縮をされる、こういう

メリットがあるようでございます。 

 このようなことから、本制度を導入しております

自治体の取組を参考にしながら、体制構築に取り組

んでまいりたいと思っております。 

○11番（東 育代君） 市長にも答弁いただきまし

た。 

 自然分娩の場合には出産予定日は決まっておりま

すが、早くなるのか遅れるのか分かりません。子ど

もの誕生には喜びもありますが不安もあります。情

報共有によって、いざというときの安心材料にもつ

ながると思われます。 

 本市でも三つの無償化の取組が始まって、子育て

世代の方々はとても喜んでおられると思いますが、

分娩出産への配慮、緊急時の対応強化もさらに取り

組んでいただきたいと思います。 

 次に行きます。救急出動についてです。 

 一般負傷者の件数が増加傾向にあるようですが、

その分析はされておりますか、伺います。 

○消防長（上夷征史君） 一般負傷者の件数の増加

傾向でございます。 

 昨年の全救急出場件数は1,424件で、５年前の令

和２年中の1,228件と比較して約200件増となってお

ります。御質問の一般負傷者は、昨年中201件出場

し、188人の方を医療機関へ搬送しております。 

 201件中162件が65歳以上の方で、一般負傷者の

80％を占めております。内訳は転倒による負傷者が

一番多く、118件の73％、その中でも自宅内で転倒

された事案が67件の56％となっております。 

 また一方で、162件中約３割の方が入院の必要の

ない軽症者に当たります。救急車を軽い症状で利用

されるケースが増えると本当に必要な方への対応が

遅れる可能性があることから、市民全体で救急車の

適正な利用を心がけ、真に必要とされる方々が迅速

にサービスを受けられるよう、今後も救急車の適正

利用について広報してまいります。 

○11番（東 育代君） 本当に、一般負傷者増加件

数の中で65歳以上がかなり増えているということと、

軽度な搬送、入院の必要ない搬送もあったというよ

うな答弁をいただきました。本当に、一般負傷者の

件数は増加傾向にあるようです。高齢化率の高い本

市です。救急出動が増えるのではないかと今後も予

想されます。 

 先日の新聞で、救急車で迷ったときの電話相談、

＃7119の導入がありました。けがや急病で119番を

迷ったときに電話で相談する緊急安心センター事業

＃7119ですが、導入をめぐり県内のほとんどの消防

本部や医師会は、必要とする一方で、約８割の市町

村が前向きでないとの記事を目にしました。本市は

いかがでしょうか。 

○消防長（上夷征史君） ＃7119は、救急車を呼ん

だほうがよいか、今すぐ病院に行ったほうがよいか

などの判断に迷ったときに、＃7119に電話すること

で、医師、看護師などの相談員が、緊急性のある症

状なのか、すぐに病院を受診する必要があるかを判

断するサービスになります。 

 導入することで消防においては、119番通報の減

少、不要不急の救急出場の抑制につながり、利用者

は、専門家の判断を聞くことができる、いざという
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ときの不安が減り、安心して生活ができるなどのメ

リットがあると言われております。 

 県が令和６年12月及び令和７年７月に行った＃

7119の導入に向けた意向調査においては、本市は、

消防、医師会、健康増進課とも導入が望ましいと回

答しております。 

 県では、令和２年度から３年度にかけて、検討委

員会で必要について議論されたものの結論は出ず、

継続検討と判断された経緯がございますが、県消防

長会などの要望を受けて、今年度新たに検討委員会

を設置し、先行導入県の状況を分析するとともに、

市町村向けの事業説明会を今年度中に実施するなど、

導入に向け再び動き出したところでございます。 

 本市としては、引き続き＃7119導入について、県

と連携を図り必要性を唱えていきたいと考えており

ます。 

○11番（東 育代君） ただいま答弁いただきまし

た。 

 ＃7119、これによって、本当にワンクッション置

くということで、必要な方が救急車を利用できるこ

とになると思います。 

 高齢者や軽症者の緊急搬送が増え、医療、消防関

係者から不急の救急出動の抑制が求められる。しか

し、各自治体では導入に係る費用負担が懸念されて

市町村の理解が進んでないと記事にありましたが、

本市は、消防も医療機関も、そして市のほうも前向

きということで、ほっといたしました。 

 ＃7119の導入は市民にも現場の消防行政にもプラ

スになる取組のようです。本市には、先ほども述べ

ましたが、日曜当番医はありますが、夜間の当番医

制度がありません。本当に前向きに取り組んでいく

必要があるように思いました。 

 次に行きます。救急依頼が重複した際の対応につ

いて伺います。 

 救急依頼が重複した際の対応と、職員数や救急自

動車数について危機感を持っています。３月中旬の

ことですが、総合グラウンドの近くで急病人が発生

し、本市の救急車が出動していたために、すぐに消

防車が駆けつけて急病人の手当てが行われました。

その後、薩󠄀摩川内市からの救急車と、さらにはドク

ターヘリでの搬送となったのですが、現場から近い

総合グラウンドにヘリは着陸できず、離れた場所へ

移動しての対応とお聞きしました。私はこのことを

お聞きして、人の命より優先すべきものがあったの

かと驚きました。 

 そこでお聞きします。救急依頼が重複した際の対

応について伺います。 

○消防長（上夷征史君） 救急車は本署に１台、い

ちき分遣所に１台、予備車として本署に１台配備し

ております。 

 御質問のように救急依頼が重複した場合は、消防

自動車が先行出動するとともに、本市の救急車で対

応できない場合は、隣接消防本部の薩󠄀摩川内市消防

局や日置市消防本部へ相互応援協定により出場要請

を行い、重複した事案に対応いたしております。 

 また、ドクターヘリの運用においては、市内に35

か所ある緊急着陸場所のうち発生場所から近い箇所

を選定し、施設の管理者に着陸許可を得た上で、消

防隊にて安全確保を行い利用するようにしておりま

す。着陸許可が得られない場合や安全が確保されな

い場合は、別の緊急着陸場所を利用することもまれ

にあります。 

 今後、人命救助最優先の観点からドクターヘリ着

陸に理解が求められるよう、改めて施設の管理者な

どに協力を求めるとともに、緊急着陸場所の速やか

な安全確保及び救急依頼が重複した場合の救急搬送

体制について、今回の事案を検証しながら対応策を

研究してまいります。 

○11番（東 育代君） 今、消防長から、今回の事

案に対して経緯をお聞きしました。 

 このことを聞いたとき、なぜ他市の救急車を要請

しなければならないような状況であったのか、それ

から、なぜドクターヘリを要請しなければならない

状況であったのか。 

 私は、急病人搬送の手段としてのドクターヘリの

離着陸は最優先事項であると思っていましたが、救

急隊にその権限はないんですね。再度お聞きします。 

○消防長（上夷征史君） 救急要請の重複はある意

味無限でありまして、重なるときは重なります。先

日は、市外の転院搬送依頼を立て続けに４件受けた
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こともございました。 

 議員仰せの事例の場合、交通事故と心肺停止事案

に救急車と消防車が２台ずつで対応しておりまして、

予備車も運用できない状況でございました。 

 救急要請が重複した際は、予備車を動かせる場合

は予備車で対応しますが、先ほども申し上げたよう

に、本市の救急車で対応できない場合は隣接消防へ

相互応援協定により応援要請を行っております。隣

接消防同士の応援協定は、基本的には大規模災害が

発生した場合のものですが、隣接消防と事前に協議

を行うことで、平時の救急重複事案での速やかな救

急出場体制を可能にしております。これは県内他市

に例のない柔軟な取組となっております。 

 緊急着陸場所については、平成23年に県のドクタ

ーヘリが導入される際、消防本部にて候補地を挙げ、

その後、県が調査を行い、着陸可能と判断した場所

を緊急着陸場所として指定した経緯がございます。 

 緊急着陸場所の指定はあくまでも任意になります。

指定には、施設の管理者の協力が不可欠になります。

施設の管理者には、人命救助のためのドクターヘリ

緊急着陸場所であることを御理解いただいているも

のと考えております。しかしながら、指定当時から

しばらくの期間が経過しておりますので、繰り返し

になりますが、人命救助最優先の観点から、ドクタ

ーヘリ離着陸に理解が得られるよう、改めて施設の

管理者に協力を求めるとともに、緊急着陸場所の追

加の検討も含めて、救急現場直近の緊急着陸場所に

ドクターヘリが着陸できるよう、速やかな救急搬送

体制について、今回の事案を検証しながら類似事案

が発生した場合の対応策を研究していきたいという

ふうに考えます。 

○11番（東 育代君） 今回、本当に大変な事案で

ございましたが、やっぱり、ちょっとでも早く、一

刻でも早くという現場の対応があったと思います。

急病人を救いたいという強い信念のもとに活動をな

さっていることは重々承知しておりますが、優先す

べきは何だろうか、市民の理解を求める手段につい

て見つめ直すことが求められると思います。今後、

本当にこのようなことがあってはいけないし、その

現場で隣接に応援を頼むこと自体が急を要すると判

断されたと思うので、それは素晴らしいと思うんで

すよ。ドクターヘリを要請しないといけないと判断

されたのも、そこにいる患者さんが本当に一刻を争

うと思って対応されたと、判断されたと思うんです

よね。 

 ただ、そこに、システム的に施設管理者に理解し

てもらえなかったということについて、非常に残念

に思うんですよね。そこら辺を、本当に制度的にで

きてしばらくたっていたから理解が進んでいなかっ

たとか、そういう問題じゃない。人の命が関わって

いる問題であったと思うんですよね。 

 もし早く来ていればといういうような「たられば」

では済まされない問題であるんですが、本当に命が

救えたかもしれない。残された家族には本当に悔い

が残りますよね。 

 ドクターヘリの離着陸地点は、市内に、今、数か

所あると答弁いただきました。課題を整理して、二

度とこんなことがないように、再発防止に取り組ん

でいただきたいと思います。再度お聞きします。 

○消防長（上夷征史君） 二度とこのようなことが

起こらないための取組でございます。 

 先ほども申し上げたように、我々が緊急着陸場所

を強制的に使用するということはなかなか難しいと

ころでございます。なので、繰り返しになりますが、

施設の管理者に人命救助が最優先であるということ

を理解いただいて、さらに、着陸場所に看板を設置

するなど、誰が見てもここはヘリが着陸するんだよ

と分かるような取組などを、他市を参考にして二度

とこのようなことが起こらないように取り組んでい

きたいというふうに考えます。 

○11番（東 育代君） 二度とこんなことが起きて

はいけないんですが、民間の施設であれば、施設管

理者の理解をもらわないとということになると思う

んです。しかし、市の運動施設、体育施設であった

り文化施設であれば、それはどんなものなんでしょ

うか。市長、お聞きします。 

○市長（中屋謙治君） 今回のケースは、本当に申

し訳ないというか、申し訳ないで済まない事案だと

思っております。 

 公共施設、今、直営もありますし、指定管理もあ



 
- 36 - 

りますが、こういう緊急時に何を優先するかという

ことを、いま一度、これはあえて言う必要もないと

思っているんですが、言わずもがなの話だと思うん

ですが、いま一度、公共施設で緊急性を要する事案

が発生した、このことをしっかりと二度とこういう

ことが起こらないように徹底したいと思います。 

○11番（東 育代君） そうですね。 

 次に行きます。職員数や救急自動車数について、

現状で十分なのか、伺います。 

 先ほども紹介しましたが、現場の方々が緊張感を

持って取り組んでおられる姿は本当に素晴らしいと

思っております。しかし、最近では、「救急車が出

動していたので」と消防自動車が現場に駆けつける

こともあるようです。もちろん救急対応はしていた

だきますが、市民から「救急車や職員さんは本当に

足りているのですか」と聞かれます。 

 そこでお聞きします。職員数や救急自動車数につ

いて、現状で十分なのか伺います。 

○消防長（上夷征史君） 職員数についてです。 

 現在、消防職員は50名で、本部に消防長以下、３

課長、３係長の７名が日勤し、３名が通信指令担当

として交替勤務しております。 

 消防署は40名のうち、本署に31名、いちき分遣所

に９名、２交替に分かれて24時間の隔日勤務を行っ

ております。 

 職員数については、消防力の整備指針において、

消防自動車の台数や本部事務等の執行のために必要

な人員から総数が導き出され、93名が必要とされて

おりますが、実員50名ですので、53％の充足率であ

ります。 

 このほか、再任用職員１名及び会計年度職員２名

を採用し、消防団事務や予算事務及び通信業務のポ

ストにそれぞれ配置し、職員の負担軽減や警防人員

の確保に努めております。 

 救急自動車についてであります。 

 消防力の整備指針において、おおむね人口２万人

ごとに救急自動車を１台ずつ配置の基準とするよう

に定められていることと、署所に１台ずつ配置とあ

ることから、本市の基準は２台となっております。 

 増加する救急要請への対策として、常備救急車２

台に加え、平日の８時半から17時まで予備車を活用

し、本部係長と再任用職員又は会計年度職員の２名

で転院搬送を行う日勤救急業務を運用しております。 

○11番（東 育代君） 充足率53％で救急車も２台

ということでありますが、救急要請が時間外であっ

たり、受入れ病院が市外のケースもあります。本市

には夜間の当番医制がありません。夜間に救急要請

があれば、現場で受け入れてくれる病院を探してか

らの搬送となりますし、日中と比較しますと必然的

に１人に対しての所要時間も長くなります。 

 職員数や救急車での対応について、本当に現状の

ままでよいのでしょうか、再度お聞きします。 

○消防長（上夷征史君） 現状のままの体制でよろ

しいかということでございますが、夜間の当番医等

がないことにより、確かに管轄外への搬送が増えま

して、夜間に救急車が不在になるケースは増えてき

てございます。しかしながら、全国の消防本部にお

いても、整備指針の必要台数を基に救急車の台数は

一応算定されております。うちにおいても、予備車

を活用することで、夜間の対応とか、あと、日中の

救急車の救急出場の増加に対応しているところでご

ざいます。 

○11番（東 育代君） 次に行きます。 

 消防は、火災、救急、災害対応など緊急・迅速な

対応が常に要求される。現在の職員数や消防車両の

状況を考えれば、消防本部と分遣所の統合を急ぐべ

きではないかということについてお聞きしていきま

す。 

 消防行政はとてもハードな職業であるようです。

多様化していく社会のニーズに対応していく上で、

職員の配置体制を見直すことも課題であるように思

います。同僚議員もこのことについては、何回も一

般質問で取り上げられました。 

 そこで伺います。消防本部と分遣所の統合を急ぐ

べきではないか、いかがでしょうか。 

○消防長（上夷征史君） いちき分遣所の統合につ

いてであります。 

 統合により部隊を一つにまとめることで、初動体

制や警防体制などが一元化され、消防隊の強化など

の一定の充実が図られるものと考えております。し
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かしながら、高齢化の進展とともに救急需要が増加

しており、３年連続で1,400件を超えたことになり、

令和２年中と比較すると、５年間で約200件以上増

加している状況になります。また、統合した場合、

一部の地域において救急車の現場到着時分が遅延す

るなど、増加する救急需要を考慮すると相反するこ

ととなり、住民サービスの低下も懸念されます。 

 このように、社会情勢の変化と救急事案の増加す

る中において、住民サービスを低下させないための

方策の検討が必要であることから、統合には引き続

き検討が必要であるとしたところであります。 

 また、消防力の維持強化のためには、広域化や連

携協力が有効な手段であることから、消防の広域化

に関する基本指針の推進期限が令和11年まで延長さ

れ、組織の広域化などへのさらなる推進の取組が示

されております。 

 中でも、通信指令システムの共同運用が推奨され

ており、本市でも更新時期を迎えていることから、

近隣消防本部との共同運用の検討を進めているとこ

ろであり、今後も引き続き分遣所の統合を念頭に置

きながら住民サービスを維持し、将来にわたり、消

防力、消防体制を確保する方策を検討してまいりま

す。 

○11番（東 育代君） 答弁を聞いていると、消防

本部と分遣所の維持をする、維持が必要というふう

にお聞きしたんですが、そう認識していいんですか。 

○消防長（上夷征史君） 現在、通信指令システム

の共同運用の検討を進めているところでありまして、

今後、広域化を見据えた場合に、分遣所の施設は非

常に有効な施設というふうに考えておりますので、

分遣所を維持しながら連携を進めていきたいという

ふうに考えております。 

○11番（東 育代君） 先ほども救急出場について

の質問をいたしましたが、本市の高齢化率は今後さ

らに高くなっていくことが予想されます。消防の業

務が多様化していく中で、現状のままでよいのか危

惧します。 

 小規模自治体として機能を発揮しやすく、環境整

備や体制整備も必要なように思います。１か所に集

約することで管理もしやすくなると思います。本部

と分遣所の統合を急ぐべきだと思いますが、再度聞

いても同じ答弁と思いますので、急ぐべきだと思い

ますということで止めたいと思います。 

 次に、知識が豊富で専門的見識をお持ちの消防職

員ＯＢの方が市内にはたくさんおられます。ＯＢの

方々に協力をいただいて消防のバックアップ体制の

充実を図ることはできないかということについてお

聞きします。 

 可能であれば職員の人数を増やすことですが、職

員の負担を軽減できるような体制整備を制度的につ

くることも、今後の課題としてぜひ考えてほしいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○消防長（上夷征史君） 消防における現在のバッ

クアップ体制についてであります。 

 消防職員ＯＢに提供いただくバックアップ体制は、

通信業務の支援、転院搬送業務の支援などが考えら

れます。本市でも、消防体制の確保のため、令和６

年度から会計年度任用職員として、60代のＯＢの方

を１名採用し、協力いただいております。業務内容

は、通信指令員として勤務しながら、日勤救急隊の

機関員を併用しております。 

 豊富な経験や知識による円滑な119番対応に加え、

昨年度は日勤救急隊員として109件の転院搬送事案

に出場され、救急隊員の負担軽減や重複する救急事

案への対策、警防人員の確保などに貢献いただいて

おります。 

 消防職員ＯＢにバックアップいただくことで、一

定の消防体制の充実が図られているものと考えてお

ります。 

○11番（東 育代君） 一定の体制は図られている

ということで、今、１名の方が会計年度任用職員で

勤務されているということでございました。 

 たくさんのＯＢの方がいらっしゃいますし、また、

本市の消防のＯＢでなくても、Ｕターンされている、

Ｉターンされている方々が市内にはいらっしゃるか

もしれませんし、そういう方々にも協力いただける

ような体制があれば、また、消防のほうも現場の方

に少しはプラスになるように思いますので、今後も

また取組をしていただきたいと思います。 

 最後に、市長にお聞きしますが、2024年の総務省
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消防庁の報告では、熱中症での救急搬送は2008年か

ら2012年の平均の2.6倍で、夏の暑さは確実に増し

ています。さらに「搬送者の57％は65歳以上でした」

とありました。 

 先ほども答弁の中であったんですが、本市は既に

超高齢社会となっていますし、これからますます、

消防業務に求める市民のニーズは複雑化・多様化し

ていくようです。 

 緊急迅速な対応が常に要求され、とてもハードな

職業であると思います。市民の求めるものも日々ハ

ードルが高くなっています。私たち市民の命と財産

を守る大切な職務を担っておられます。 

 消防行政について、再度、市長の見解をお聞きい

たします。 

○市長（中屋謙治君） 確かに高齢化が進んできま

すと、けがをされる、あるいは病気になる確率が上

がる、こういうことなんでしょう。そして一方では、

だんだん地球環境は温暖化が進んできます。熱中症

がということであります。 

 今、５年前の救急出場要請が1,200件、今は1,400

件を超えているという。人口が減ってきて、少子化

が進む、過疎化が進む。こういう中で、救急の要請

件数が増えてきているという。先ほど消防長からも

答弁がありましたけれども、やはり、適正利用とい

う。これは結果論なのかもしれません。要請をして、

３割が軽症者だったという。 

 言い換えれば、結果なんですが、救急車を呼ぶ必

要はなかったという。先ほども御質問ありましたけ

れども、#7119、これがあれば、救急ですぐすぐ病

院に行かなくてはいけないかどうかという一つの判

断材料にもなりましょうし、ここら辺は関連してこ

ようかと思います。 

 いずれにしましても、やはり、市民の皆さん方が

救急車を要請するというのは、まさに一大事と思っ

て呼ばれるわけであります。市民の適正利用を呼び

かけますけれども、やはり緊急時と思って市民が呼

びかける、これには迅速に対応していかないと市民

の期待と信頼には応えられない、こういうことだろ

うと思っております。 

 どこにどういう対応の仕方があるのか。先ほど消

防長からの答弁の中で、交通事故であったり心肺停

止の場合は、救急車だけではなくて消防車も同時に

出るんだと。今回、先ほど言われた例の中で、そう

いう状態の中で救急車２台が出て、予備車は１台あ

るんですけれども、これが出れずに結果として薩󠄀摩

川内市からの救急車にということでありますので、

どういう対応が、当然、職員を増やせればそれに越

したことはないんでしょうけれども、限られた中で

どういうやりくりができるのか、いま一度、検討さ

せていただきたいと思います。 

 広域化という問題、まずは通信指令の部分、これ

を共同化することでもって少しでも改善するのでは

なかろうかということで、今、検討をしております

ので、引き続き、ただいま申し上げたような観点で、

市民の期待に応えられる消防を目指していきたいと

思っております。 

○11番（東 育代君） ただいま市長から、「市民

の期待に応えられるような消防行政を」という答弁

をいただきました。 

 以上で一般質問の全てを終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（中里純人君） 次に、大六野一美議員の発

言を許します。 

   ［９番大六野一美君登壇］ 

○９番（大六野一美君） 私は、市民の声を基に、

通告をいたしました２件５項目について、市長の御

所見と御見解をお伺いいたします。 

 昨今の物価高で、ありとあらゆるものが天井知ら

ずに上昇をしております。とりわけ米の価格は昨年

の２倍になっているとの報道で、連日、テレビ、新

聞等のマスコミが報じております。この件について

どのような思いをお持ちなのか、そして、本市の将

来像をどのように構築されようと思っておられるの

か、お伺いをいたします。並行して、現在、本市の

自給率はどのように試算されているかをお示しくだ

さい。 

 以上をもって、壇上からの質問といたします。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 大六野一美議員の御質問に

お答えいたします。 
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 令和４年２月、ロシアによりますウクライナ侵攻

以降、国際的なエネルギー価格・原材料価格の高騰、

さらには円安などによりまして、食品、生活用品、

物流費、サービス料金、ありとあらゆるものが高騰

し、低所得者にとって大きな負担となっております。 

 このため、国においては低所得者向けに再三給付

金を支給し、負担の軽減を図ってきているところで

ございます。 

 特に、国民の主食であります米は、昨年８月の南

海トラフ地震特別情報の発表をきっかけとして買い

だめ需要が発生し、端境期で在庫が少なくなる中、

高温障害による作況の悪化などの影響もあって、店

頭価格が、お述べになられましたように昨年の２倍

以上に高騰する状況が続いております。 

 今回の米問題をきっかけに価格以外にも、生産調

整の在り方、あるいは生産費を上回る資材価格の高

騰、減反政策による担い手不足の深刻化、大規模農

家への集約化によるコストの低減、複雑な流通制度

の解明など、多くの課題が浮き彫りになってきてい

るところであります。 

 これまで国は生産調整において、水田活用直接支

払交付金によります生産量の需給調整と農家所得の

補償を柱とした米政策によりまして、米消費量の減

少と価格低下に対応してまいりましたが、今回の供

給不足を受けて米政策を見直し、生産抑制から増産

へと転換するほか、販売価格が下落した場合の所得

補償の在り方、流通の透明化などの議論が始められ

ているところでございます。 

 市といたしましては、次の世代の担い手が意欲を

持って営農できるよう、稼げる農業につながるよう

に、効率的に生産できる、いわゆる農地の大区画化

や、トラクターが乗り入れしやすい乗降口の拡幅な

ど、国の制度を活用した基盤整備地の再整備、ある

いは、兼業農家が協業で取り組める集落営農の組織

化など、本市での米生産が持続できるよう、地元農

家の意向把握、話合いを行いながら、取り組んでま

いりたいと思います。 

 なお、自給率等のお尋ねございましたが、担当課

長のほうから答弁をいたします。 

○農政課長（久木田 聡君） 先ほど自給率の本市

の状況についての御質問がございました。 

 令和５年度の国のカロリーベース自給率は38％、

2030年までの目標では45％を目標としておりますが、

鹿児島県の自給率が79％、本市が41％という現状で

ございます。 

○９番（大六野一美君） 国も自給率45％を目標に

しておりますけれども、なかなか目標を達成した年

度がないという報告のようであります。 

 本市はちなみにカロリーベースで41％という現在

の状況ですが、41％というと米が中心の試算であろ

うかと思いますけれども、41％の自給率を持続して

いっていいのか。 

 同時に、後ほど出てきますけれども、荒廃地の現

状を見ると、そこを耕して米づくりにいそしもうと

いう若い人が出てくるのか否か。恐らく出てこない

でしょう。とすると、平均年齢が70歳を超えている

現耕作者の人たちに余分につくってもらう以外に方

策はないだろうなと思うところです。 

 確かに国策でやるべきだという思いはしながらも、

本市の市民の生活と安全と、ましてや食料という一

番大事なものを市のトップとして今後どうしていく

つもりなのか。もちろん限りがあるでしょう。それ

は十分承知をしております。 

 国ができないものを小さな１自治体が全てできる

とは思っておりませんけれども、市長の現状を打破

するための熱意をお聞かせいただけませんか。 

○市長（中屋謙治君） 米についてでありますけれ

ども、要は、どの産業もそうなんでしょうけれども、

稼げる農業、産業でないと持続可能にならない。米

を例にとりますと、生産費を上回るとなりますと、

やはり大規模化というのが必要と言われております。

生産費を上回る収量があるは、面積規模でいきます

と、一般的にですが、３ヘクタール以上、できれば

10ヘクタールということが言われております。 

 そういうことで、農地の集約化であったり、ある

いはコストをさらに下げるために、今、ほ場整備さ

れております区画をさらに大区画化して再整備をし

て生産コストを下げる、こういった取組をすること

で、稼ぐ農業、稼げる農業、米づくりにつながって

いくのではないのかなと。 
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 壇上から申し上げた農地の大区画化、あるいはト

ラクターの乗り入れ口の拡幅、こういうことで生産

コストを下げる、そして一方では耕地面積を広げる、

こういうことに尽きるのではなかろうかと思ってお

ります。 

○９番（大六野一美君） 市長言われるようにそう

なんですよ。だから、本市の農地のどこを大きく区

画整理できるところがありますか。 

 今の本市の農地の実態を見ますと、大里の田んぼ

は、あそこは何町歩か何十町歩か分かりませんけれ

ども、一体化してＷＣＳを中心に米の作物がつくら

れていますね。ああいうところですと、機械も大型

化してコストも下がるんでしょう。かといって、あ

あいう転用ができるところが本市にあるのか、田ん

ぼとして畑としてあるのかということを思いますと、

既にあっちこっちでやられている小さな田んぼしか

ないんですよ。 

 そういう状況下にあって、米が足りないから、米

が高いから、なら一念発起して頑張ってみようかと

いう若者はなかなか現れない。親のやっていること

を継承しながら事業拡大するしか方法はないという

ふうに、私は農業をしている一人としてそう思いま

す。 

 なかなか農業というのは、時間給にもならない現

状の中で、とりわけ今、テレビ、マスコミは、米が

高い、米が高いと。高いのはみんななんですね。な

ぜ、米だけが餌食になっとるのかなという歯がゆい

思いも今しています。それは、朝晩食べる主食であ

るがゆえのことなんでありましょうが、我々も小さ

な農業をしていますと、鉄鉱鋼材だって何年前の

2.5倍ぐらいですよ。びっくりするぐらい高い。そ

の中でやっぱりやりくりしながらやっていかなけれ

ばいけない、この現実ですね。 

 市長が本市の米づくりはいけんすったっとか、田

んぼを集約して云々というのは可能性としてゼロに

近いんだから、その中でどうしていくんだというこ

とを僕は聞いているんです。 

 市長、御存じのように、大里の田んぼとあとちっ

ちゃいのが、うちあたりの甫並とか、あちこちにち

ょこちょこっとあるだけのこと。あそこで効率を上

げて云々なんていうのは、もはやナンセンスです。

あれ以上はできないんだから。できるとすれば、田

んぼのあぜが土でつくってあるところを取っ払って、

そして一枚にしてということは可能でしょうが、地

主の協力を得てね。それぐらいしか僕はないと思っ

ています。 

 農業をする者として一番身近に感じていますので、

市長が「こいのぶんはいけんかして、私が市長の任

にある間はする」という強い決意があればお聞かせ

ください。 

○市長（中屋謙治君） 農地の大区画化ということ

であります。 

 できるところは既にほ場整備がなされております。

しかしながら、以前のほ場整備というのは１枚の区

画が割に狭い。今おっしゃいますように、隣の農地

とのあぜを取り外して１枚を大きくする、これも一

つでしょう。そして、既にほ場整備をしたところは、

どうしてもやはり水田となりますと水を張る関係で

高低差がありますので、簡単にはいかないという。

こういう中でもって、二、三候補地を、「ここはで

きないのか」ということで、今、リストアップしな

がら、地元とそういう話。 

 そして、やはりこれをきっかけに、生産者が、先

ほど申し上げたように、少なくとも３ヘクタール、

できれば10ヘクタール、それ以上という耕地面積に

集約ができれば、農業でもって十分生活できる、稼

げるという話も聞いておりますので、あとは裏作の

関係であったりとか、そういうものが絡んでくるで

しょう。 

 いずれにしましても、稼げる農業のモデルケース

をつくりたいと思っております。 

○９番（大六野一美君） まさしくそういうことな

んですよ。サラリーマン並みに稼げる農業だったら、

若い人たちも夢を持って、あるいは老若男女、今や

っている人たちも、「なら、もうひときばり頑張っ

てみろかい」という意欲が出てくるんでしょうけれ

ど、今の農業の実態では、なかなか……。 

 ある程度、高齢者の人たちが、もうちょっと増や

して、あるいは若い人たちが、米が今こういう状況

だから、「そんなら」という思いを持って取り組む
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ことはなかなか限りなくゼロに近いというふうに僕

は思っています。親がしとって、高齢になって、そ

の後を継いでという話はまた別としてね。だから、

やっぱり、新規参入者が出てくるような農業政策。 

 「国ができんとに、こまんか市でできるもんか」

ということも思っているんですよ。思っているけれ

ど、市長の思いがあれば、それが市民に伝わって、

「市長があれだけ言うならやってみろかい」という

若者の掘り起こしをしていくことがまず大事なのか

な。黙ってこのまま待ってれば、２万6,000人を切

った本市が消滅するようなことがあってはいかんと

いう思いで、市長、今、米に端を発したこの件で市

長に質問しているんです。 

 国がでけんとこい、先ほど言いますように、この

小さな自治体で全てできるとは思っていません。た

だ、手を打たなければいかんのも事実ですよね。そ

ういう強い思いを持っての、市長に質問なんですが、

これもやっぱり大きく隔たりのある見解の相違なん

でしょうかね。僕は農地を守るために、後ほど出て

きますけれど、荒廃地対策等々も含めて、市長のや

る気が、情熱があれば、一部解決してくれるものだ

というふうに思っての質問でありますが。 

○市長（中屋謙治君） 米については、先ほど申し

上げたようなことでありますので、いずれにしまし

ても、後継者が私は先ではないと思うんです。後継

者がいない、だから大変だではなくて、もうかる農

業、もうかる産業というモデルケースをつくれば、

おのずと後継者問題というのは解決するというふう

に思っております。 

 米については先ほど申し上げました。そして、産

業ということになってきますと、やはり本市の特色、

魅力、強みを生かすという観点では、本市の耕地状

況、耕地面積の状況からしたときに、米で勝負でき

るというのは数が限られておると思います。そうし

たときに、本市の特色、強みは何なんだろうかと考

えたとき、私は果樹というのは大きな可能性がある

と思っております。ですから、果樹で今後もうかる

農業、これのモデルケースができないものか模索し

ようということで、今、その準備を進めておるとこ

ろでございます。 

 こういうモデルケースを示すことで、全くの異業

種からの参入であったり、あるいは若い人の参入で

あったり、そういうことが期待できるのではなかろ

うかと思っております。 

○９番（大六野一美君） 果樹でもうかっている人

はおるんですよ。現実に、やっぱり、独立独歩、自

分の道を見つけて、そして、自分のみかんづくりに

徹して、人が100円売るときは200円で売れているん

です。それが、何をいわんや、その人の隠れた努力

なんですよ。ほかの人がそのようにできるかという

と、絶対できないんです。何十年もの間のやっぱり

蓄積があって今があるんですから。後継者が先では

ないというけれど、そんな簡単にいいものができた

ら苦労する人は誰もおらん。そういう意味ではやっ

ぱり、好きであるということと研究する気持ちがな

いとなかなかいいものはできませんよ。果樹でもそ

う、何でもそうですよね。 

 だから、そういう意味では、理想はそういうこと

なんですよ。だけど、現実に長い間、果樹でもうか

って、「それなら」という人が今、市内に何人おり

ますか。なかなか、打てども響かず、現実的には果

樹でもうかっているというのは１軒しか僕は知らな

い。それほど難しい案件なんですよ。 

 市長が言うほどね……。やっぱり自分でしたこと

がないから。机上論でだらだら述べるのは簡単なこ

となんです。だけど、いざ自分でそれを基に生計を

立てていこうとなるとなかなか厳しいものがある。

寝る暇を惜しんで研究、努力をするぐらいの気持ち

がないと、なかなか結果は出てこないというふうに

私は思います。 

 これ以上言っても市長の答弁は出てこないという

ふうに推察をいたしますので１項目については終わ

りますが、同時に、荒廃地の問題ですよね。イノシ

シ、シカ、アナグマの多いこと多いこと。夜道を車

で走りますと、イノシシやらシカがとっかかってき

ますよ。それぐらい、今、多い。これも、やっぱり

今まで耕作をしていた農地が荒れ放題になってすみ

かとなっている所以だと思います。それとやっぱり

山の杉を切った影響もあるんでしょうが。 

 害虫との戦いも農業をする上では大きなポイント
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です。おまけにサルまで来まして、ちょっとそっと

の防護柵をしたって越えてきますからね。その厳し

さもいろいろ見聞きしておりますので、やっぱり農

業を進めると同時に荒廃地対策もちゃんと整理をし

ていかんと、なお耕作をする人はいなくなるという

ふうに思いますが、市として、市長、何かいい手だ

てはないんですか、荒廃地を。 

 職員でもいいじゃないですか。休みの日、来らせ

てみかんを植えさせてという方法も一つだろうし、

その後ろ姿を見ることで、若い人たちが「なら、俺

たちも」という気概を持ってくれたら幸いなのかな

という思いもせんでもないですが、市長、何か妙案

はありませんか。 

○市長（中屋謙治君） 繰り返しになりますけれど

も、やはり農業、業でありますので、なりわいとし

て稼げるモデルケースをつくることを優先すべきで

あろうと思います。 

 他市の事例でいきますと、県内でもそういったモ

デルケースというのを、農業公社を設立して所得補

償をしながら、一本立ちできるまで支えながら、そ

れが軌道に乗っておるという事例等も聞いておりま

すので、いずれにしましても、農業として稼げる、

そしてそれで生活ができるモデルケースをつくると

いうのが大事であろうと思っておりますので、その

ことに向けて取り組んでいきたいと思っております。 

○９番（大六野一美君） 市長、モデルケースもい

いんですよ。今まで、本市で新規就農者として新し

い農業者がいっぱい、補助金を活用しながら農業し

ましたが、だけど、本市から出ていった人も何人か

おりますね。モデルケースをつくるつくると、口で

のモデルケースはできるかもしれない。だけれど、

それをつくれないから現状がある。そこを市長に何

かいい方法がありますかと聞いているんですよ。そ

れは口でのモデルケースでしょう。もうかるような

一つのテストケースがつくれれば、「なら、まねを

しよう」ところも出てくると思う。それが今までで

きてないから現状だというふうに僕は捉えているん

です。その辺りは、市長、何か妙案はありますか。 

○市長（中屋謙治君） 先ほども申し上げましたよ

うに、本市の耕地面積の状況、そして土壌であった

り気候であったり、そういうものを勘案したときに、

米作で稼げる農業の形態というのは、かなり数とし

ては限られるであろうと。そうしたときに、これま

での本市の強み、特色という面では、私は果樹とい

うのは可能性があるのではないのかなと。確かに、

先輩方が物すごい苦労を重ねて現在がある、それは

十分承知しながらも、でも、その先輩方も今の形態

だけでずっと未来永劫続いていくかと。どのみち、

後継者が必要になってくるわけであります。 

 そういった意味で、私は本市の土壌であったり気

候であったり降水であったり日光であったり、こう

いうものを勘案すると、果樹に関しては大きな強み、

これを生かす。そして、モデルケースというのがで

きるのではないのか、これを模索しようということ

で、今、準備を進めておるということでございます

ので、御理解いただきたいと思います。 

○９番（大六野一美君） 市長はモデルケース、モ

デルケースと何十回も述べられますので、その日が

来ることを期待して、この項については終わりたい

と思います。 

 同時に、自給率のアップの件も同じようなことに

なろうかと思うんですが、別途切離したときに自給

率は今の自給率でいいのかどうか。ロシアがウクラ

イナに侵攻して、物すごく何もかんも上がりました

ね。米は便乗のような形で受け止めておるんですが、

小泉大臣のあのスピード感でどんどん状況が変わっ

ていきよる。スピード感が大事だというふうに思っ

ていますので、市長のほうでも、できる権限を駆使

しながら、一日も早い自給率アップに努めていただ

きたいというふうに思っておりますが、いかがでし

ょうか。 

○市長（中屋謙治君） 望ましい自給率、100％に

限りなく近いという形でしょうけれども、先ほど来

申し上げておりますように、本市だけでもって全て

のものを自給するということは難しいと思いますの

で、やはり自給率の話は、関連すると思うんですが、

私はやはりそれぞれの地域の特性を生かした形の農

業生産。仮に私どもが果樹でもって自給率、あるい

はよその広いところで、あるいは米のそういうもの

は、それぞれの地域の特性を生かした形、その農業
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形態のほうが望ましいのではないかなと、私はその

ように思っております。 

○９番（大六野一美君） 市民の生命と財産を守る

市のトップとして、限りなく100％に近づけていく

んだという強い思いがないといけないと思いますよ。 

 これ以上の答弁がないとすれば、見解の相違は甚

だしいながらもあえてこれ以上は申しませんが、２

番目の観光地誘客と整備について質問をいたします。 

 西岳２号線は非常に進捗が遅いです。令和10年度

までの計画はお聞きをしておりますが、進捗は非常

に遅い。私は、観光地の起点であるというふうに

常々申しておりますけれども。今回、７億円をかけ

て長崎鼻公園の話も出てきました。それはそれでい

いでしょう。だけど、それは、箱物を造るとまた維

持経費もろもろ出費が後々出てくるんですよね。 

 西岳２号線の場合は、道路さえある程度整備して

おけば、かつてクラウドファンディングで寄附を募

ったように、非常にそういう類いの人たちが多いと

いうことですから。同時に、道路整備をするだけで、

後々あそこは、集客のために施設を造るとすれば別

として、道路整備については道路を造るだけで後の

維持費はそうかかからない。箱物を造るとすると、

後々の維持費が、そういうことを考えますと、最優

先すべきだというふうに私は思っています。 

 何も地元だからこういう言い方をしているのでは

なくて、税収が減る中で、人が集う場所はどこなん

だ、そして金が要らない場所はどこなんだという思

いで私は質問をしておりますが、妙案があったらお

聞かせください。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 市道西岳２号線道

路改良事業は、上石野公民館付近から串木野ダム入

口方向へ約1,000メートルを、平成26年度から社会

資本整備総合交付金を活用しながら整備を行い、生

冠１工区１号線農道入口付近までの約600メートル

を第１期整備区間とし、令和10年度末の完成を目指

しているところでございます。 

 しかし、令和７年度は社会資本整備総合交付金の

内示額が3,700万円ほどあるものの、防災・安全交

付金の配当割合が多く、西岳２号線の補助金額が少

なくなる傾向にあることに加え、現在施工中の場所

から串木野ダムまでの約300メートル区間は、道路

拡幅に伴う岩盤掘削量が多いことに加え、法面保護

工に多くの費用がかかるところであることから、１

メートル当たりの施工単価が約111万円と高額にな

っており、事業費の確保に苦慮している状況でござ

います。今後も、補助事業など有利な財源を活用し、

事業の進捗に努めてまいりたいと考えております。 

○９番（大六野一美君） 担当課長が一生懸命御尽

力をいただいているということは承知をしておりま

す。しかしながら、見るにああいう状況。 

 私は、西岳から冠岳一帯が本市の起点だと思って

いる。幸い、真言宗の鎮国寺という有名な寺もあり

ますね。あそこらと連動をしながら、人が集うよう

な、さらに人が集客できるような道路拡幅をするの

が一番の得策かなという思いで、担当課長に聞いた

んですよ。 

 担当課長が一生懸命努力をされていることは重々

承知をし、感謝もしております。しかし、もう少し

歩を早めて早急にすべきだという思いを伝えたいん

です。 

 そういうことで、担当課長、もうちょっと歩を進

めてください。 

○都市建設課長（吉見和幸君） 先ほど申しました

西岳２号線の財源は、社会資本整備総合交付金を活

用してございます。これについては、市街地部分の

交通安全等に必要な事業でもあることから、令和７

年度は主に中学校の再編に伴う交通安全対策に事業

費をかけているところでございます。 

 今後、他事業との調整を図りながら、有利な財源

等を確保しつつ、事業の進捗に努めてまいりたいと

考えております。 

○９番（大六野一美君） なかなか前向きな回答と

いうのは、担当課長、ないんですね。それ以上の回

答はないんですね。おはんがそげん言うならあいが

あっで、そいを引っ張ってきて、これを充ててとい

う奇策は打てないのね。期待をしたいね。 

 やっぱり道路さえできれば、あそこは、後々、維

持費もろもろ等必要ないところですので、もうちょ

っと知恵を出して、私と同じ気持ちで前へ進めてい

ただけませんか。 



 
- 44 - 

○都市建設課長（吉見和幸君） 西岳２号線の計画

につきましては、令和２年度に計画の見直しも行っ

ております。その際に線形等を主に見直したりとか、

構造も見直しておったわけですが、ダム側にありま

す高い丘の掘削に多大な費用がかかるということと、

左側には水路がございまして、地元の方々から、そ

こは農地もあることから用地をかけないでほしいと

いうようないろいろな制約の中で、現在、事業費が

１メートル当たり約111万円と高額になっていると

ころでございます。 

 この頃、雨も多いことから、法面を成形していく

上でコンクリートで保護をしたりとか、いろんな費

用がまたかかる状況にもございますので、他事業と

の調整を図りながら、事業の進捗に努めてまいりた

いと考えているところです。 

○９番（大六野一美君） 担当課長のその言葉を信

用して、期待をして、この項については終わります。 

 市長の施策の一丁目一番地の洋上風力も、県が情

報提供され国へと上げられて、若干動き出したのか、

あるいはそこで止まるのか分かりませんけれども、

観光的に、あるいは経済的に、どういう成果を期待

されての要請だったんでしょう。我々一般市民には

ちょっと、まだ良さも悪さも分からない。うまくい

って本市のためになるんであれば、それも一つの方

法だろうし。まだ今、賛否両論いろいろありますね。

その中であえて押し切った背景は何でしょう。 

○市長（中屋謙治君） 洋上風力発電に係る調査、

今おっしゃいますように、果たしてどれだけの効果

があるのか、あるいはその影響というのはどういう

ことなんだろうか、このことについては、令和４年

度からですので、４年、５年、６年の３年間調査を

し、その結果については議会のほうにも報告し、そ

して全世帯に、これは概要版ですが、お知らせをし

て、おおよその調査内容、調査結果、現時点で分か

るそういう情報については提供していると思ってお

ります。 

 これをもう１回言えということでしょうから申し

上げますと、４年度から実施してまいりました洋上

風力発電調査研究事業、特に漁業振興策については、

一番の利害関係者である漁協、漁業者の皆様と検討

会や作業部会を開催し、意見交換を重ねてまいりま

した。 

 その中で、漁業と洋上風力発電の共存共栄を念頭

に、洋上風力発電の調査・点検業務での漁船の活用、

藻場の保全、人工魚礁の設置、放流栽培事業、養殖

漁業、水産物の高付加価値化、こういった漁業振興

策を取りまとめたところでございます。この洋上風

力発電事業を契機にこれらを具現化して持続可能な

漁業を確立し、最終的には「港町いちき串木野」を

再生すべく、本市沖合を新たな漁場、すなわち我々

はこれを海洋牧場構想と唱えておりますが、この海

洋牧場の実現を目指していきたい、このように思っ

ております。 

 漁業についてはこういうことでありますが、それ

以外でいきますと数点ございます。 

 まず１点目が、電力の地産地消事業。洋上風力で

発電された電力を地元で利用することで、電気料金

の削減や脱炭素への貢献のほか、再エネ電力の需要

創出による新たな産業の誘致、このことによって、

経済活性化、地域振興が図られるのではないか。 

 ２点目が地域産業振興事業では、地場産業を最大

限活用して発電事業のサプライチェーンへの参入を

図り、また、風車の維持管理において市内企業が積

極的に参画できるような仕組みづくりを構築し、地

域内の経済循環と生産人口の増加を図るものであり

ます。 

 ３点目は拠点整備事業でありますが、洋上風力発

電の基地港湾、拠点港とＯ＆Ｍ港を目指して、串木

野新港２期計画の整備促進を図るものであります。 

 四つ目が漁業協調事業で、発電事業者が拠出する

漁業振興を目的とした基金の設立を図り、漁業経営

の安定化や漁業後継者の確保を目指すものでありま

す。 

 そして、最後に観光面では、地元ＰＲ事業として、

洋上風力発電を活用したエコツーリズム、こういっ

たもので環境学習の場を活用するほか、そこで得ら

れる水産物のブランド化による食のまちのＰＲ、こ

ういうことで、交流人口、関係人口の増加を図って

まいりたい。 

 このように、洋上風力発電事業には多くの可能性
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が秘められていると考えており、観光面、経済面に

おいて、市内への波及効果は大きいものがあると考

えております。 

 これまでの調査研究事業においては、現在の状況

とは少し変わってきますが、最大シナリオで、雇用

者数が3,400人、経済波及効果212億円、このことに

ついては、議会にも、それから市民の皆さんにもお

知らせをしております。 

 経済的な見通しにつきましては、今後、再エネ利

用法に基づき、関係省庁や有識者を交えた法定協議

会において促進区域の指定に向けた議論が進む中で、

具体的な数字が見えてくるものと理解をいたしてお

ります。 

 私としましては、この洋上風力発電は本市まちづ

くりの根幹を形づくる大事な事業になる、このよう

に考えております。 

 引き続き、議会はじめ利害関係者はもちろん、市

民、事業者の皆様と一緒に、その事業の実現、産業

拠点化に向けて取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○９番（大六野一美君） 市長、説明をしました、

市民にも広報をしましたと言ったって、市民の何ぼ

が理解をしているかということですよ。やっぱり、

漁業関係者は海洋の問題があって、いろいろ何回か

説明をされたように聞いていますけれど、一般市民

は疎いんですよね。だから、やっぱり市民にもう少

し膝を突き合わせて説明をする必要があるというふ

うに私は思います。 

 漁業者は何人なんですか。市民は２万6,000人で

すよ。だからそれをないがしろにして漁業関係者の

皆さんがというのではなくて、市民にも十分理解が

得られるような説明をした中でこういう案件という

のは進めていかなければいかんというふうに私は思

っています。これもまた、市長、私の考え方がおか

しいのかな。やっぱり、まずは市民の理解を得られ

ないと。関係団体だけに説明をして「ならよかろう」

ということだけでは、なかなか難しい話なのかなと

いうふうに思います。 

 同時に、洋上風力による地産地消で市内の電気が

賄えるということだけれど、今、川内原発の３号機

の話が出てきていますよね。それとは切り離した形

で、本市は洋上風力の電気だけを使うんですという

ことが声高らかに宣言できるんですか。それとミッ

クスするんですか。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど申し上げた、令和４

年度から調査研究事業をやってきました。その結果

を取りまとめて、市民の皆さんにもお知らせをしま

したと申し上げましたが、これで十分だとは思って

おりません。 

 そして、今回、幸いに県のほうが国のほうへ情報

提供という段階を迎えましたので、今月末からにな

ろうかと思いますが、各地区に広く市民の皆さん方

に、洋上風力発電の計画内容、これからの進め方

等々を説明しようということで、今、段取りを組ん

でおるところでございますので、おっしゃいますよ

うに、広く市民の理解を得るための努力をしていき

たいと思っております。 

○９番（大六野一美君） 市長が市政報告会を開か

れるということは聞いております。そのときに市民

の皆さん方に説明をするということでしょうが、も

うちょっと早く、こうなる前に市民が熟知できるよ

うな説明の仕方をするべきだなという思いでありま

す。 

 これ以上言っても市長の顔が引きつるだけでなか

なかいい回答を得られませんので、今回はこれで一

般質問の全てを終わりますが、今申し述べたことが

一日も早く達成できるように最大の努力をしていた

だきたいということを申し添えて、私の一般質問の

全てをおわります。 

○議長（中里純人君） ここでしばらく休憩いたし

ます。再開は午後３時とします。 

             休憩 午後２時47分 

             ───────── 

             再開 午後３時00分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、吉留良三議員の発言を許します。 

   ［５番吉留良三君登壇］ 

○５番（吉留良三君） お疲れさまです。今日最後

です。通告しました件についてお聞きします。 
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 まず１番目は、女性や若者に魅力あるまちづくり

の推進についてであります。 

 先ほども同僚議員からありましたが、地方創生で

す。10年の総括で、目指した東京一極集中は解消で

きなかった、地方の少子高齢化は一層進んだと政府

の総括にもありました。若者の45％が依然として中

央志向の反面、賃金格差や男女の役割分担とか、田

舎の根強い因習が、女性の地方流出、東京一極集中

の原因であると多くの女性の声が上がっています。 

 さきの３月議会で私も求めましたが、まず、率先

垂範して会計年度任用職員など自治体での働き方を

改善し、雇用を改善し、若者、とりわけ女性の流出

を食い止めなければなりません。 

 これまで様々な少子化対策を打ち出し、消滅可能

性都市は脱却したとの表明もあり、３月議会では、

男女共同参画推進条例を制定しました。市長はこれ

までをどのように総括するか、まず伺います。 

 以上、壇上から終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 吉留良三議員の御質問にお

答えをいたします。女性や若者に魅力あるまちづく

りの取組についてであります。 

 これまで本市では、男女共同参画基礎講座や女性

活躍セミナーなどを開催し、男女共同参画の啓発に

努めるとともに、保育園の無償化やイクボス企業応

援助成金制度の創設などにより、女性が働きやすく

子育てをしやすい環境整備に取り組んでまいりまし

た。 

 これらの取組と定住促進補助金、さらには三つの

無償化などの施策により、保育園の入園者数が増加

し、また、令和５年度からは転出者数より転入者の

ほうが多くなる転入超過になるなど、一定の成果が

あったものと考えております。 

 一方で、令和４年に実施いたしました市民アンケ

ートでは、社会通念や慣習、公民館の地域社会にお

いては、男女の地位の不平等感が依然として根強く

残っていることが示されております。また、15歳か

ら24歳の若い世代の、特に女性の人口減少幅が男性

より大きいことは課題であります。 

 人口減少が避けられない中、将来にわたり活力あ

る地域社会や経済を維持していくためには、若者や

女性が活躍できる、男女共同参画社会の実現が重要

であると認識いたしております。 

 男女共同参画のさらなる推進を図るために、今年、

令和７年４月に男女共同参画推進条例を制定いたし

ました。市民や事業者の方々と一緒になり、地域、

職場における男女の不平等感の解消や、男性の育児

休業取得促進による女性が働きやすい環境の創出な

ど、誰もが自分らしく活躍できる環境づくりに粘り

強く継続的に取り組み、若者や女性に選ばれる魅力

あるまちづくりを推進してまいりたいと思います。 

○５番（吉留良三君） 今、市長からもありました

けれども、賃金格差とか雇用が限られること、それ

に加えて、アンコンシャスバイアスというそうです

けれども、無意識の偏見が女性の多様な生き方を拒

んで若者・女性の地方離れを進行させ、地方は一向

に創生しないというふうに言われます。 

 最近は農業新聞なんかも深刻な状況を捉えている

んでしょう。「女性は理系に向いてない」とか「嫁

という名の奴隷と思ったことがある」とか「家事も

子どもも面倒は母親がやるものという圧を感じる」

とか、そういうことが載っています。「女のくせに」

とか。そういう、政府が認めざるを得ないアンコン

シャスバイアスという、この辺への見解をどのよう

にお考えか、再度伺います。 

○市長（中屋謙治君） 無意識の偏見、アンコンシ

ャスバイアスというのでしょうか、これが地方創生

に与える影響についてということであります。 

 価値観が多様化いたしました現代社会において地

方創生を成し遂げるためには、若者や女性を含めた

多様な主体の参画及び、お互いを尊重し多様な価値

観やライフスタイルを地域社会が受け入れる寛容さ

が大切と考えております。 

 国が地方創生2.0で、地方創生をめぐる情勢の変

化として、地域間、男女間の賃金格差や、様々な場

面にあるアンコンシャスバイアスなどにより、若

者・女性の地方離れが進行したと指摘されておりま

す。 

 アンコンシャスバイアスは、若者や女性に、「こ

の地域は住みにくい」「この職場は働きにくい」と
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人口流出の要因になるだけでなく、多様な価値観を

持つ人材の参画や意見の受入れを阻む要因となり地

域の衰退につながるなど、地方創生にマイナスの影

響があると考えております。 

 市といたしましては、市民、事業者と一体となっ

て、このアンコンシャスバイアスの解消を図り、互

いを尊重し、多様な価値観に寛容な地域社会の形成

を推進していくことで、地方創生推進も図られると

考えております。 

 ということでありますけれども、実は先日、テレ

ビを見る中で、たしか東北の出身の女性の方だった

と思います、「今、東京に住んでいます」と。そう

したときに、「何で東京へ出てきたんですか」とい

う話の中で、今まさにここにあります、社会通念、

しきたり、このことをたしかその中で紹介されたと

思うのですが。公民館でもそうでしょう、あるいは

親戚の集まりの中でも、「男性陣は表の間で宴会を

やっています。女性陣は台所で給仕をします。これ

が当たり前の地方。こういうところに私は違うと思

います。それが嫌だから私は、それだけではないけ

れども、東京で自分らしい暮らしをするんだ」とい

う、まさにこれだろうなという気がしました。 

 ですから、アンケートでも半分以上が、社会通念

とかしきたり、社会の慣習、これがどうも息苦しい、

だから、都会のほうに出ていくんだという話。 

 ですから、今、一つ例を申し上げましたけれども、

我々の地域社会の中で何が制約になっているのかと

いうのを、具体的な事例を挙げながら一つずつこれ

を解消していく、これが大事なんだろうなと。言葉

としては分かります。社会の慣習であったり因習で

あったりしきたりであったり、男女平等にやらなけ

ればいけない、これに誰も異論を唱える方はいない

と思うんですが、具体的な取組をやっていく、これ

が大事だろうなというふうに思うところであります。 

○５番（吉留良三君） まさに市長が言われたとお

りであります。男女共同参画推進条例が制定されま

したが、この中では、「市内外に取組を周知し、市

民や事業者に向けて意識啓発を目指す」とあります。

生きづらさ、働きづらさの大きな原因と多くの女性

が回答している「男は仕事、女は仕事と家事と育児」

という男女の役割分担などの解消に向けて、今回の

男女共同参画推進条例をどのように周知し、具現化

していくお考えか、お伺いします。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 男女共同参画条例

の周知・具体化についてであります。 

 先ほど市長が答弁しましたように、令和４年に実

施しました市民アンケート結果では、社会通念、慣

習や公民館等の地域社会の場面において男女の不平

等感を強く感じている市民が多く、これはアンコン

シャスバイアスが原因の一つと考えております。 

 今回制定した条例には、市、市民、事業者等、各

主体の責務として、市民は男女共同参画の取組を積

極的に行う、事業者は職場環境整備などの取組を積

極的に行うなどの努力規定を定めております。 

 社会通念や地域や職場などに残る慣習などを変え

ていくことは容易ではありませんが、事業者におけ

る男性の育児参加促進など職場環境を改善されてい

る事例や、自分らしく働き活躍する女性の姿やアン

コンシャスバイアスなどの事例などを、広報紙など

により市民の目に触れる機会を増やしていくことも、

地域社会の意識や慣習を変えていくために必要なこ

とだと考えております。 

 そのため、アンコンシャスバイアスの解消などの

男女共同参画の普及啓発と、イクボス宣言など働き

やすい環境づくりへの働きかけを粘り強く継続して

取り組みながら、市民や事業所等の自主的な取組を

促していくことで、男女共同参画社会の実現を図っ

てまいりたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） たしかこの条例を聞いたと

きに、課長のほうから「県内９番目ですよ」と言わ

れたような気がしますが、６番目ですか。違いまし

たね。何番目でもいいと思うんですけれど、この大

事さをやっぱり認識して、先を行くような取組を今

後進めることで住みやすいいちき串木野市にすれば

いいのではないかなというふうに思うんですけど。 

 例えば、鳥取県は男女協働未来創造本部をつくっ

て、草の根対話を通じた県民運動を展開し、滋賀県

と農業法人協会は性別役割の偏見に理解を深めるセ

ミナーを開催し、古い慣習を話合い、まずは気づく

ことから始めている。 
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 さっき市長が言われたかな、市政の最重要課題で

もある少子高齢化問題の重要性・緊急性からしても、

各種市主催の会合とか、市民講座とか出前講座とか、

１年に必ず１講座ぐらい入れて、何でこれをつくっ

たのかということを含めて、「こういうことで今の

社会はこういう状況ですよ」ということをぜひ広め

るためのそういう講座等を進める、今、チャンスじ

ゃないかと思うんです。今がやるべきときじゃない

かと思うんですけれど、いかがですか。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 男女共同参画講座

の充実等についてであります。 

 これまで本市におきましては、男女共同参画の普

及啓発のため、小・中学校で児童生徒や保護者等を

対象にしました講座のほか、市民を対象としました

女性活躍セミナー、男女とも輝ける職場や地域につ

いて考える講演会などを開催いたしまして、普及啓

発に取り組んでまいりました。 

 本年度からは、これまでの取組を継続しながら、

男女共同参画条例の周知のために、ホームページに

特設の部分を掲載したり、条例の概要、アンコンシ

ャスバイアスなど、男女共同参画の広報紙連載を始

めることとしております。 

 また、条例の制定に伴い新たに設置します審議会

委員や市職員を対象としました男女共同参画基礎研

修を実施するほか、商工団体等にも出向きまして、

男女共同参画の取組のさらなる推進について協力を

求めていくことにしております。 

 これらの取組に加えまして、若者や女性に選ばれ

るまちの実現のため、関連する地方創生などの会合

などで、先ほどからありますアンコンシャスバイア

スの解消など、男女共同参画の普及啓発に取り組む

こととしております。 

 今後とも、様々な機会、方法などを通じて、継続

的に男女共同参画の普及啓発に取り組んでまいりた

いと考えております。 

○５番（吉留良三君） 今、お答えいただきました

が、先日ちょっとまち協で少し話す場があって報告

したら、やっぱり男性陣はあんまり反応しない。女

性陣は「おっ」という顔をしました。だからやっぱ

り、こういうことを進めていく必要があると思いま

すし、さらに、コロナ等で、公民館の会合もほとん

ど学習会というかいろんな勉強会もないんですね。

ぜひ、そういう場もあったらいいなと思っていると

ころです。そういうことを含めて精一杯広げていた

だきたいと思います。 

 そして、やっぱり雇用や賃金格差は市が率先して

ぜひ頑張っていただいて、若者が定着するようにし

ていただきたいですし、また、こういう課題も、ぜ

ひ一生懸命頑張って、いちき串木野市に若者が定着

できるように、女性が定着できるようにしていただ

きたいというふうに思います。 

 次に行きます。２番目です。身寄りのない高齢

者・単身者問題についてであります。 

 ８日付けの地元紙に、孤立死２万人という社説が

掲載されました。少子高齢化、核家族化、家族関係

の希薄化などの影響によって、身寄りのない高齢

者・単身者が増えつつあると思うんですが、まず、

本市の現状をお聞かせください。 

○福祉課長（田中俊二君） 身寄りのない高齢者・

単身者の本市の状況についてであります。 

 本市の現状では、身寄りのない高齢者・単身者の

人数などは把握していないところでありますが、令

和６年度に民生委員が実施しました高齢者実態調査

では、65歳以上の単身者世帯は2,315世帯となって

おり、令和５年度と比較すると119世帯増えており

ます。このようなことから、身寄りのない高齢者・

単身者も同様に増えているのではないかと推測して

おります。 

○５番（吉留良三君） 現状からするとますます増

えるということで、新たな対応が求められるという

ことで、国も調査をし、新たな対応を示すと思われ

ますが、まず、身寄りがないためお葬式が挙げられ

ない、死後の行政手続ができない、また、遺品整理

の問題もあると思います。若い世代でも、保証人に

なっていただける方がなくて、賃貸住宅が借りられ

ないなどあると思うんです。 

 申し上げましたように、国も身寄りのない方の問

題で調査をし、新たな対応を示すと思われますが、

この問題の社会的背景、自治体の果たすべき役割等

についてどのようにお考えか、お答えください。 
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○福祉課長（田中俊二君） 身寄りのない方々の

様々な対応について、本市の実態と自治体の役割に

ついてであります。 

 本市では、過去３年間に２件の身寄りのない方の

葬儀対応を行っており、家族関係の希薄化など社会

の変化に伴い、今後、市が対応しなければならない

ケースが増えると予測しております。 

 また、死後だけでなく、身寄りのない方の住宅入

居や医療機関への入院、施設入所の支援も重要な課

題であります。これにより、自治体の役割がますま

す重要になると考えています。 

 金銭管理を含む、入居、入院、施設入所支援、死

後事務委任など必要な事務を円滑に進めるために、

地域福祉計画に基づき関係機関と協力しながら取り

組んでまいります。 

○５番（吉留良三君） 今お答えいただきましたが、

保証人がおらずに賃貸住宅が借りられない、入院や

施設入所の保証人がいない、死後の葬祭・埋葬や遺

品整理など様々な相談窓口を一本化して医療機関や

施設等からの相談を受け、関係部署と連携を図って

いる市町村もあるようです。このことは、非常にや

りやすいと好評だそうです。 

 本市の相談窓口体制はどのようになっていますか。 

○福祉課長（田中俊二君） 身寄りのない方の相談

窓口についてであります。 

 現在、本市では、身寄りのない方の相談について

も、高齢者や障がい者などの担当部署で一旦相談を

受け付けております。ただし、令和８年度から実施

予定の重層的支援体制整備事業に向けて、多様な複

合的課題を持つ方々については、福祉課を窓口とし

て一本化する取組を進めております。 

 この体制により、医療機関や施設などからの相談

を効率的に受け付け、関係部署と連携を図りながら、

より包括的な支援を提供できるよう準備を進めてい

るところであります。 

○５番（吉留良三君） 回答いただきましたが、来

年度から、いわゆる複合的な相談体制を福祉課で、

まとめて対応するということで、一歩前進するので

はないかというふうに思います。それをぜひ見守り

たいと思います。 

 次です。 

 令和５年12月、厚労省の身寄りのない高齢者の支

援に関する実態調査が行われたと思うんですが、主

な調査内容、そして、本市はどのように回答された

のか、お伺いします。 

○長寿介護課長（松﨑知人君） 身寄りのない高齢

者への支援実態に関する調査についてであります。 

 本調査は令和５年12月に行われたもので、調査元

の国によると、「2040年には高齢者世帯の４割が単

身世帯になることに加え、未婚化の上昇等により家

族の支援が期待できない高齢者が急増すると予想さ

れており、自治体職員に家族代わりの支援を求めら

れる状況が続くと過度の負担がかかることが懸念さ

れることから、身寄りのない高齢者に対する支援の

実態を調査し、今後の政策検討の基礎資料とするた

め」とされています。設問は75項目あり、身寄りの

ない高齢者に対して、生活支援、入退院、転入居、

死後対応の四つの場面について、実際に支援対応し

た項目に記載する形式となっています。 

 本市では、地域包括支援センターで実際に対応い

たしました介護保険等の手続に関する業務、入院時

の身の回り品の調達、医師による病状等の説明立会

い、金融機関手続、家具やごみ処分に係る業者あっ

せんの項目等について回答したところであります。 

○５番（吉留良三君） 多分この調査を基に新たな

国の対応も出ると思うんですけれども、それらを含

めてまた、ぜひ具体的なものもお聞かせいただきた

いと思います。今日はこれで行きますが。 

 次に、身寄りのない方の支援について、包括支援

センターや福祉課等における具体的な相談事例と、

その中で現行制度での課題は何か、伺いたいと思い

ます。 

○福祉課長（田中俊二君） 身寄りのない方の支援

について、具体的な事例と現行制度の課題について

であります。 

 まず、相談事例についてですが、生活困窮の分野

では、家賃滞納により引っ越しが必要になっても、

身寄りがなく連帯保証人がいないために引っ越しが

できないといった問題などがあります。 

 また、高齢者の分野では、親族がいるものの、死
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後の対応や生存中の支援を期待できないケースなど

があり、令和６年度には33件の相談が寄せられてい

ます。 

 次に、現行制度の問題についてです。 

 身寄りのない方は複合的な問題を抱えていること

が多く、複数の課や機関が連携して対応することが

求められますが、その際の情報共有が課題として挙

げられます。これに対し、重層的支援体制整備事業

において、福祉課が中心となり定期的に重層的支援

会議等を開催し、情報共有を図りたいと考えており

ます。 

 さらに、関係各課や社会福祉協議会などの関係機

関とも連携し、支援内容を検討していく予定として

おります。 

○５番（吉留良三君） 今、様々な課題が出されま

したが、今ありましたように、来年の新たな体制の

中で情報共有をしながら課題解決を図っていくとい

うことであります。また、経過を見ていきたいと思

います。 

 次に行きます。 

 民生委員や自治会長等からの様々な情報収集も大

事だと思うが、お葬式に関わった事例とか、死後の

遺品整理や死後手続に携わった事例等はどうでしょ

うか。 

○福祉課長（田中俊二君） 身寄りのない方に対す

る、民生委員、公民館長等の死後の手続等への関与

についてであります。 

 民生委員は日頃から定期的に訪問している方など

の孤独死などの発見に立ち会うことがしばしばあり

ます。また、民生委員や公民館長が葬儀などの死後

の手続に関わった事例があると考えられますが、市

としてその詳細については把握していないところで

あります。 

○５番（吉留良三君） この中で、緊急連絡ができ

なかった例とかはないんでしょうか。 

○福祉課長（田中俊二君） 死亡時の発見時の緊急

連絡ということでよろしいでしょうか。 

 緊急連絡につきましては、通常、民生委員が、見

守りが必要な方につきましては、緊急連絡カードと

いうのを備えております。それを参考に緊急連絡を

とっておりますが、身寄りのない方については連絡

先がありませんので、連絡が取れないといったケー

スはございます。 

○５番（吉留良三君） 霧島市とか姶良市とかは、

身寄りのない方の支援についてガイドラインが作成

されているようです。また、曽於市、伊佐市、さつ

ま町などで作成の動きがあるようですが、県内の動

向及び本市の検討結果はいかがでしょう。 

○福祉課長（田中俊二君） 身寄りのない方への支

援ガイドラインの作成についての県内の動向及び本

市の考え方についてであります。 

 県内19市のうち、ガイドラインを既に作成してい

るのは２市、作成を検討中が３市となっており、そ

の他の市ではガイドラインの作成の検討は行われて

いないようであります。 

 本市としましては、地域福祉計画の中で身寄りの

ない方への対応方針を示しており、今後、他市の動

向を参考にしながら、身寄りのない方へのガイドラ

イン作成を検討してまいります。 

○５番（吉留良三君） 作成の動きもほかの市では

あるようですが、検討していただいて、より良い方

向で対応していただきたいと思います。 

 この問題の最後です。 

 人口減少、少子化、親族との関係の希薄化などで

無縁墓が増加しているのではと思うのですが、墓地

改葬の申請状況、墓じまいなど、本市の現状と管理

されないお墓の課題は何か伺います。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 墓地の改葬申請

につきましては、令和６年度に138件の申請があり

ました。改葬先は納骨堂が111件で全体の80.4％と

なっており、墓地から納骨堂に改葬する方が多く、

お墓の管理しやすさや、管理する方の住所地へ移し

ているようです。 

 墓じまいについては、令和６年度は市有墓地で57

件あり、令和３年度から令和６年度までの４年間の

平均申請件数は約41件でした。 

 また、令和６年度の市有墓地使用申請件数は１件

あり、令和３年度から６年度までの４年間の平均申

請件数は約４件となっています。 

 市有墓地の使用数は令和７年度３月末で2,811桝、
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使用率は79.3％であり、毎年墓地の返還届出数が使

用申請数を上回っており、今後も減少傾向が続くと

推測されます。 

 無管理状態の墓については、少子高齢化によりお

墓の使用者が高齢となり墓参りが困難であることや、

新たな承継者の不在、承継者が市外に居住し管理が

できないことが考えられます。墓石は個人の財産で

ありますので、民間事業者を活用するなどして管理

していただきたいと考えております。 

○５番（吉留良三君） 改葬後の行方、市内、県内、

県外、その辺の流れは分かりますか。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 改葬後の行き先

については、令和６年度で、市内79件、県内38件、

県外21件となっております。 

 市外への改葬は約42.8％となっており、墓地から

納骨堂に改葬する方が多く、お墓の管理しやすさや、

管理する方の住所地へ移しているようです。 

○５番（吉留良三君） あと、改葬をしても遺骨を

引き取らない例があるというふうに聞くんですが、

そのような例があるのかどうか、その場合、遺骨の

行方をどうなっているのかを教えてください。 

○市民生活課長（西久保敏彦君） 市外の火葬場に

よっては、火葬後の収骨を必要としない施設もある

ようであります。本市の西薩火葬場では、火葬後の

遺骨は引き取ってもらうこととなっており、そのよ

うな事例はないところであります。 

○５番（吉留良三君） 今の身寄りのない高齢者・

単身者問題については、今日は基本的なこと、具体

的な課題等を少しお伺いしました。また、来年、新

たな国の方向も出るようですから、一緒にまたより

良い方法を考えていきたいと思います。 

 最後に、川内原発の安全対策についてお伺いしま

す。 

 ３月の新聞報道で、全国の15原発の半径30キロメ

ートル圏内で原発事故の避難計画を策定した116市

町村のうち72自治体が、昨年の能登半島地震を踏ま

え、避難計画の見直し必要ありと答え、また、南日

本新聞社が４月に県民対象に意識調査した結果も、

原発増設反対が51％、反対の理由のトップは「安全

性に疑問」とありました。経済性優先で進められて

いる原発推進に、県民の根強い安全性への不安があ

ります。 

 避難計画に関する報道でも、本市でも市民の方か

ら御意見をいただきましたので、今日お伺いしたい

と思います。 

 私は、原発はなくし、再生可能エネルギーへの転

換の立場ですが、市長は、市民の命と暮らし、安全

を守る責任があります。 

 そこでまず、一昨年12月、川内原発の１号機・２

号機の20年延長を知事が許可し、今また、次世代炉

の川内での建設まで取り沙汰されています。 

 高速増殖炉もんじゅの廃炉など、我が国の核燃料

サイクルは破綻しており、川内原発の使用済燃料プ

ールもあと６～７年で満杯と言われ、これを乾式貯

蔵を選択をするとすると、半永久的に事故・被曝の

不安の中で生活することになると思います。 

 30キロメートル圏内の市長として、これらの懸念、

不安への基本的な見解をお伺いします。 

○市長（中屋謙治君） 原子力発電所の安全性の確

保についてということでありますが、この安全性の

確保については、国が一元的に規制・監督すること

が法的に位置づけられております。その任に当たる

のが原子力規制委員会でありますが、規制委員会に

おいて、その専門的、科学的見地から厳格な規制が

行われておるところでございます。 

 このような厳しい規制の中にありましても、原発

はやはり安全確保が大前提であります。そのため、

原子力規制委員会と九州電力は、分かりやすく丁寧

な説明を行うとともに、今後とも安全性を追求し、

原発に対する理解と信頼性の向上に努めることが最

重要だと思っております。 

 市といたしましても、市民の安心安全を守るため、

住民避難などを定める原子力災害対策指針の見直し

に当たりまして、屋内退避における放射線の低減率

など10件の意見を国のほうに提出したところであり

ます。 

 今後とも、国や県、関係自治体と連携しながら、

防災訓練の実施、緊急時の情報伝達手段の確保、さ

らには避難所の整備、こういった問題に可能な限り

対策を講じてまいりたいと考えております。 
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○５番（吉留良三君） 能登半島地震では、北陸電

力志賀原発も被災しました。原発付近では活断層は

問題なしと言われていましたが、実際は隣接に活断

層があり、予想を超える被害となりました。 

 当初、原子力規制庁、北陸電力は、活断層につい

て95キロメートルという具体的な活断層の距離を示

していましたが、実際には今回の地震は150キロメ

ートルということで、大幅に活断層そのものが大き

くなっていたということです。 

 今回の地震は、マグニチュード7.6、震度７、活

断層がおよそ150キロメートルにわたって連動した

とされます。志賀原発では周辺部に活断層は把握さ

れておりませんでしたが、川内原発の活断層の調査

は何年前にどのような形で調査されているのか、ま

た、川内原発の敷地内・周辺部に危険な活断層はな

いのか、どのように認識されているかを伺います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 川内原発周辺部の

活断層についてであります。 

 川内原発周辺の活断層調査につきましては、設置

者であります九州電力において、航空写真による変

動地形学調査、海域での音波探査、ボーリング調査

など複数の手法を用いて、川内原発建設当初から継

続的に調査を行っているとのことであります。その

上で、活断層の評価に当たりましては、確実に活断

層が確認されていない地点まで断層の長さを延長し、

評価されております。 

 また、原発周辺の活断層につきましては、半径30

キロメートル内外の18の活断層を評価対象としてお

ります。そのうち、施設に大きな影響を与えるおそ

れがあると想定される活断層としまして、市来断層

帯市来区間、甑断層帯甑区間、市来断層帯甑海峡中

央区間の三つの活断層を選定し、これらの活断層に

より想定される揺れを反映した評価を行い、基準地

震動が策定されております。 

 これらの活断層評価につきましては、2013年に原

子力規制委員会の地震対策の新規制基準による厳格

な適合検査を受け、2014年に原子炉設置変更の許可

がされております。 

 なお、震源を特定せずに策定する地震動につきま

しては、原子力規制委員会の新規制基準に基づく厳

格な審査を受け、2024年２月、昨年に原子炉設置変

更が許可されております。 

○５番（吉留良三君） この志賀原発が被災したと

きも、実は近くに珠洲原発というのが予定されてい

ましたが、反対運動等で原発が立地されませんでし

たが、４メートルの隆起があったようなところです。

これが本当に造られていたらどうなるのかというふ

うに思いますし、まさに想定外のことがいっぱい、

今回起きているのではないかというふうに考えます。 

 川内原発の30キロメートル圏内に２万6,000人の

全市民が生活しているわけですけれども、地元のい

ちき串木野市の市長として、これまでの経過を踏ま

えて、川内原発周辺の活断層の再調査を、国、原子

力規制庁に求めていくべきではないかと思うんです

が、いかがですか。 

○市長（中屋謙治君） 川内原発における活断層の

調査につきましては、これまで、設置者であります

九州電力において、周辺及び海域活断層を含めた詳

細な地質調査等が行われてきております。その評価

につきましては、原子力規制委員会によりまして、

技術的かつ専門的な見地から厳格な審査により確認

がなされたものと認識いたしております。 

 活断層や地震に関する調査評価につきましては、

高度な専門性を要する分野であります。昨年１月に

発生いたしました能登半島地震後においても、新規

制基準の見直しには至っておりません。 

 今後、新たな知見や異なる見解が示された場合に

は、原子力規制委員会において必要に応じて技術

的・専門的な議論がなされるものと考えております。 

○５番（吉留良三君） まさに規制庁なんかの知見、

我々の及ばないところですけれども、知見が95キロ

メートルが150キロメートルになったとか、想定外

のことがいっぱい起こっているわけですから、ぜひ、

また、新たな知見を含めて新たな取組を進めていく

べきだというふうに思います。 

 次に行きます。 

 本市のモニタリングポストの設置状況と、能登半

島地震で発生したデータの送信トラブルと、同様の

事態への本市の対策と考えを伺います。 

○企画政策課長（山﨑達治君） 本市のモニタリン
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グポストについてであります。 

 本市内には、県が設置しました、平常時モニタリ

ングポスト４か所、緊急時モニタリングポスト６か

所が設置されております。 

 これらのモニタリングポストでは、万が一機器の

電源等が喪失した場合にも測定や伝送が中断しない

よう、商用電源と非常用電源の二重化が図られてい

るほか、通信についても衛星通信等を活用した多重

化が図られております。 

 災害発生時において、万が一モニタリング機器に

トラブルが発生した場合には、県において蓄電池を

装備した可搬型モニタリングポストの設置による対

応がなされることとなっております。 

 能登半島地震においては、志賀原発周辺のモニタ

リングポストの一部が通信障害により欠測する事象

が発生しております。こうした問題に対応するため、

国においては、より強靱で機動的な放射線モニタリ

ングシステムを構築すべく、最新の科学技術を取り

入れる取組を先進的モニタリングシステム構想とし

て進められているところであります。 

○５番（吉留良三君） 原発事故時の避難計画をめ

ぐる共同通信のアンケートが３月11日に報道されま

した。これに対して市民の皆さんの質問、意見があ

ったものですから今日はこの課題等を取り上げてい

るわけですけれど、30キロメートル圏内の９市町の

うちの５市町は計画見直しの必要性ありと回答し、

本市はどちらかといえば必要ないと答え、避難道路

の寸断は想定していないと回答されたが、その判断

はどうだったのか、お答えください。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 原発事故時

の避難計画をめぐるアンケート調査の回答について

であります。 

 令和５年３月に作成した原子力災害住民避難計画

は、本市の約２万6,000人の避難先などを定めてお

り、西回り自動車道、国道３号、国道270号、広域

農道を使用して、鹿児島市、枕崎市、南九州市、指

宿市に避難する計画であります。 

 原発事故時の避難計画をめぐる共同通信のアンケ

ート調査については、それらの避難道路や生活道路

の寸断等が起きた場合に、避難計画の見直しが必要

であるか、能登半島地震で、避難道路、屋内退避先

となる建物の損傷も相次いだ状況を受け、避難計画

の見直しが必要かを問うものでありました。 

 市としましては、計画上は南薩方面への避難を現

状の３ルートで避難することを基本とし、避難先や

道路の状況、放射性物質の流れを考慮して、状況に

応じて避難先やルートを変更することで、住民が安

全に避難できるよう対応することとしておりますの

で、計画の見直しはどちらかといえば必要ないと回

答しております。 

 なお、今年２月に実施された国の原子力防災訓練

時においては、放射性物質の影響を考慮した県の指

示を受けて、霧島市を避難先としました。また、避

難経路についても、市比野へ向かう県道39号が通行

止めという設定で、広域農道からのルートを選択し

て避難する訓練を行っております。 

 このように、避難につきましては、国や県、関係

自治体と連携して、状況に応じて安全に避難できる

よう対応してまいります。 

○５番（吉留良三君） 今、アンケートの結果に対

する回答の状況についてありました。そういうこと

で新聞報道はしたということであります。 

 もう一つ、ハード整備には不十分との回答であっ

たと思うんですが、その根拠は何でしょうか。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） ハード整備

は、放射線防護施設のことだと考えております。 

 放射線防護施設につきましては、羽島、土川の交

流センターに加え荒川地区でも検討しており、施設

整備の前提条件となる荒川交流センターの耐震診断

を今年度実施することとしております。 

○５番（吉留良三君） 最後に、能登半島地震では

道路が寸断され、集落が孤立しました。川内原発で

同様に集落の孤立等が発生した場合、安定ヨウ素剤

の配布が難しくなると思うんですが、備蓄場所の見

直し等が必要なのか、必要ではないのか、お伺いし

ます。 

○まちづくり防災課長（宮持大作君） 原子力災害

時の孤立集落に対する安定ヨウ素剤の備蓄及び配布

についてであります。 

 安定ヨウ素剤の配布につきましては国や県の指示
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で行われるため、県に問合せをしたところ、市で備

蓄している安定ヨウ素剤は、緊急配布場所等で医師

や薬剤師等の説明を受けた上で配布することを原則

としているとのことであります。 

 住民が孤立した場合におきましても、孤立した住

民を安全に避難させた後、緊急配布場所などにおい

て安定ヨウ素剤を配布するとのことでありますので、

備蓄場所の見直しについては考えていないところで

あります。 

 県におきましては、原子力災害時に緊急配布場所

などにてスムーズな受渡しができるかなど毎年配布

訓練を実施しており、今後も訓練を重ねていくとの

ことであります。 

○５番（吉留良三君） 今もろもろ説明いただきま

したが、正直言いまして、私たちの知見で判断でき

るというか、大きな問題があります。 

 ただ一つ、最初申し上げましたけれども、川内原

発の核のごみがあと６～７年で満杯になるというこ

とでありますし、さらに、６月６日の新聞で、原発

60年超制度が今日始まるよと。超老朽炉が続出し、

安全性に課題というのがありますし、核ごみ施設賛

成ゼロ、鹿児島県の知事も反対、そういうことがあ

ります。 

 そうすると、私個人で考えられるのは、核のごみ

を６～７年後にどうするのか、私は何ら策が示され

ていないと思います。そうした中で、非常に危険な

物があそこに貯められていくとすれば、本当に、私

たち市民、２万6,000人の市民の安全性をどうする

のか。冒頭、基本的な考えを伺いましたけれども、

最後にもう１回、市長、こういうことを、九電に、

規制庁に、安全をしっかりとしてくださいというレ

ベルを超えて、確実に６～７年で満タンになって乾

式へのということを含めてやるとすれば、本当にど

うなんだろうかというふうに思います。それを最後

に聞いて終わりたいと思います。 

○市長（中屋謙治君） 乾式貯蔵施設のお話かと思

いますが、川内原発におきます乾式貯蔵施設の設置

ということでありますけれども、九電にお話を伺い

ますと、「信頼性及び運用性の向上を図る観点から、

技術的な検討を行っています」といった報告を受け

ておりますけれども、それ以上の情報は持ち合わせ

ていないところでございます。 

○５番（吉留良三君） 結局そういうことで、安全

性は確保されてないということではないでしょうか。 

 そういうことで、今日の質問は終わります。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日はこれで散会します。 

 

         散会 午後３時52分 

 


